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平成３０年１２月第９９回内子町議会定例会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成３０年１２月 ５日（水） 

○開会年月日   平成３０年１２月 ５日（水） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１５名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 

３番  向 井 一 富 君         ４番  久 保 美 博 君 

５番  森 永 和 夫 君         ６番   地 幸 雄 君 

７番  泉   浩 壽 君         ８番  大 木   雄 君 

   ９番  山 本   徹 君        １０番  才 野 俊 夫 君 

  １１番  下 野 安 彦 君        １２番  林     博 君 

  １３番  山 崎 正 史 君        １４番  寺 岡   保 君  

１５番  中 田 厚 寬 君     

 

○欠 席 議 員   なし 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  小野植 正 久 君 

総 務 課 長  山 岡   敦 君     住 民 課 長  二 宮 善 徳 君 

税 務 課 長  安 川   徹 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

会 計 管 理 者  稲 葉   勉 君     建設デザイン課長  正 岡 和 猶 君 

町並・地域振興課長  林 愼 一 郎 君     産業振興課長  入 海   孝 君 

小 田 支 所 長  大 森 豊 茂 君     環境政策室長  中 嶋 優 治 君 

政策調整班長  畑 野 亮 一 君     上 下 水 道 対 策 班 長  上 石 富 一 君 

危機管理班長  亀 岡 秀 俊 君      

教 育 長  井 上 淳 一 君     学校教育課長  泉   邦 彦 君 

自 治 ・ 学 習 課 長  亀 沖 明 義 君 

代表監査委員  赤 穂 英 一 君     農 業 委 員 会 会 長  堀 本 健 二 君

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  林   純 司 君     書 記  松 岡 裕 樹 君 

 

○議事日程（第１１号） 

平成３０年１２月 ５日（水）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

日程第 ３ 議長諸般の報告 
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日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

日程第 ５ 平成３０年度 定例監査の結果に関する報告 

日程第 ６ 一般質問 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第６ 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（山本徹君） ただ今から、平成３０年１２月第９９回内子町議会定例会を開会致します。

本定例会には、地方自治法第１２１条第１項の規定により、町長、教育長、代表監査委員、及び

農業委員会会長の出席を求めております。また、説明員として出席通知のありましたものは、副

町長、及び各課長、班長等の１６名であります。 

これより、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（山本徹君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議

規則第１１９条の規定により、議長において、１番、大西 啓介議員。２番、関根 律之議員を

指名します。 

 

日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○議長（山本徹君） 「日程第２ 会期決定の件及び議事日程通告」のうち「会期決定の件」を議

題とします。本定例会の会期は、去る１１月２７日開催の議会運営委員会において協議され、本

日から１３日までの９日間としております。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 異議なしと認めます。 

従って、会期は、本日から１２月１３日までの９日間に決定しました。なお、本日の「議事日

程」は、お手元に配布しております、議事日程第１１号のとおりであります。 

 

  日程第 ３ 議長諸般の報告 

○議長（山本徹君） 「日程第３ 議長諸般の報告」をします。議長としての報告事項は、お手元

に配布しているとおりであります。ご覧いただいたことと思いますからご了承下さい。その中で、

去る１０月１８日に高知市で開催されました、四国地区町村議会議長会研修会において、中田厚

寬議員と山崎正史議員が、２０年の永きにわたり地方自治の振興発展に寄与されたとして、四国

地区町村議会議長会地方自治功労者表彰を受けられました。ここで本人に伝達をいたしたいと思

います。 

まず、中田議員、演壇前へお願いします。 

〔中田厚寬議員、表彰状授与〕 

〔山崎正史議員、表彰状授与〕 
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○議長（山本徹君） これをもって、「諸般の報告」を終わります。 

 

  日程第 ４ 招集あいさつ及び行政報告 

○議長（山本徹君） 「日程第４ 招集あいさつ及び行政報告」を町長より受けることにします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 本日、ここに平成３０年１２月内子町議会定例会を招集いたしましたと

ころ、議員各位には、公私共に大変ご多忙中にもかかわらずご出席をいただき、誠にありがとう

ございます。先程は、四国地区町村議会議長会会長から自治功労として中田厚寬議員、山崎正史

議員が表彰されました。大変おめでとうございます。町民を代表して、心からお喜びを申し上げ

たいと思います。内子町のまちづくりに大きく寄与されたことが高く評価されたんではないかな

というふうに思っております。これからもご健康には十分ご留意していただきまして、今後とも

町政発展にご尽力くださいますことをご期待申し上げる次第でございます。本当におめでとうご

ざいます。さて、本定例会でございますが、町長として提出致します案件は、専決処分の報告１

件。条例の一部改正１件。指定管理者の指定が１件。補正予算１件及び追加提案として人事案件

１件の合計５件でございます。それぞれの案件につきましては、その都度、ご説明申し上げます

ので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。まず、先月１８日に執

行された愛媛県知事選挙においては、３人の候補者が立候補され、「防災・減災対策」や「少子高

齢化に伴う人口減少対策」、「経済活性化対策」を公約に掲げられた現職の中村時広氏が、３９万

７，３６９票を獲得し再選されました。中村氏は、２０１０年の知事就任以来、県営業本部を新

設され、知事自らのトップ・セールスにより、県産品の販路拡大や知名度の向上に取り組まれて

きました。その結果、県が関与した営業成約額は、平成２８年度に年間１００億円を超え、今年

度は１２０億円の目標を掲げるなど大きな成果を上げています。このほか、自転車を活用した観

光振興にも取り組まれ、しまなみ海道は、サイクリストの聖地として海外にまで知られる存在に

なりました。さらに、愛媛県・市町連携推進本部を立ち上げられ、行革甲子園の開催など、県下

２０市町との連携強化に努められています。この推進本部では、平成２９年度までに１５１の連

携項目を実現するなど、「チーム愛媛」として県・市町連携の拡大深化を図っています。また、７

月豪雨災害に際しましては、先頭に立って指揮をとられ、被災地の復旧、復興に尽力されていま

す。今後も、「愛顔あふれる故郷づくり」の基本姿勢のもと、愛媛県の振興にご尽力いただけるこ

とを期待するとともに、内子町といたしましても「チーム愛媛」の一員として、主体的に関わっ

ていきたいと考えているところでございます。さて、師走を迎え、冬の到来を感じる季節になり

ましたが、今年の秋も町内各地で祭りやイベントが開催され、多くの参加者や見物客で賑わいま

した。小田深山も例年以上にきれいに紅葉したようで、１１月初めの連休には、1日に数百台の車

が入山されたと聞いています。また、１１月３日・４日には、それぞれの地域で文化祭や収穫祭

など大きなイベントがありました。私も各会場を回らせていただきましたが、住民の皆さんが一

生懸命、地域の資源を大切にしながら外に向かって発信されている姿に感動いたしました。そこ

に住む人々が、一緒に汗をかきながら一つの催しに取り組むことは、地域の団結をもたらすとと
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もに、外部の人に地域を知っていただくことで、地域課題の共有や解決の方策を考える機会にも

つながる可能性があります。地域づくりの一環として、今後もぜひ継続していただくことを期待

しています。一方、９月３０日には台風２４号が上陸し、町内にも公共土木で２，４００万円、

農林土木で８，０００万円ほどの被害がでております。この復旧に必要な予算につきましては、

本定例会に提案させていただいております。このほか、補正予算には、国の補正予算の成立を受

け、小・中学校へのエアコン設置にかかる経費について、計画を前倒しして計上しております。

これにより、町内すべての小・中学校へのエアコン設置が完了する予定でございます。詳細は、

後ほどご説明いたしますので、ご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

それでは、早速当面致しております事務事業等についてご報告申し上げます。ご報告致します

内容は、入江工研株式会社の論田工場立地について、内子バイオマス発電所の竣工について、「第

7 回内子町伝統芸能まつり」及び宜野座村との文化交流事業について、最後に歴史まちづくりシ

ンポジウムについてでございます。 

最初に、入江工研株式会社の工場立地についてご報告いたします。新聞報道等ですでにご承知

のとおり、１０月３０日、愛媛県、内子町、入江工研株式会社の三者による工場立地のための協

定が結ばれ、内子町論田の町有地へ入江工研株式会社の内子論田工場が新設されることになりま

した。立地にあたりましては、会社側より事業拡張などに伴う用地斡旋の要請を受け、町内での

立地に向けて関係機関と協議を重ねてまいりました。その結果、愛媛県の強いご支援もあり、今

回の調印に至ったものでございます。内子論田工場では、真空チャンパー、真空機器の製造・組

み立てを行うほか、埼玉県で製造されております半導体装置向けの真空ゲートバルブの主力生産

ラインを移す予定となっております。近年では、同社の製品が高速鉄道や宇宙開発分野にも採用

されており、内子論田工場で製造された機器が様々な分野で活用され、国際的な技術の発展に寄

与されることを期待しているところでございます。入江工研株式会社は、すでに内子川中地区に

「四国事業所 内子工場」があり、町内で２つ目の工場設置となります。新工場は、平成３３年

３月の稼働を目指しており、将来的には５０名の従業員が雇用される計画でございます。県内・

町内からの新規雇用が見込まれ、若い人の雇用の場が確保できることは、内子町としても大変あ

りがたく、今後も県とともに支援していきたいと考えております。 

 次に、内子バイオマス発電所の竣工についてご報告いたします。本年５月、内子バイオマス発

電合同会社が、内子町森林組合小田原木市場隣接地に着工しておりました、内子バイオマス発電

所が、１０月３１日に完成いたしました。同発電所は、木質ペレットを使った発電規模２，００

０キロワット未満の商用小型発電所で、かつ、固定価格買取制度の適用を受ける四国で初めての

施設であります。今後、年内は試験運転を行い、来年１月から本格稼働、売電する予定でござい

ます。発電所は、定格出力１，１１５キロワット、年間の発電量は、一般家庭約２，５００世帯分

に相当し、内子町の世帯数の約３５％が賄えることとなります。発電の原料となる木質ペレット

は、町内の間伐材や低質材の使用を見込んでおり、年間約 1 万１，５００トンの原木が必要とな

ることから、安定供給が欠かせないところでございます。原木の買取につきましては、国の固定

価格買取制度の適用を受けたことから、間伐材等の搬出に必要な経費に見合う買取額が見込まれ

ており、これまで以上に間伐が促進され、一層の森林整備と林業関連事業の振興、地域の活性化

が図られることが期待されます。町におきましても、この機会に森林整備をさらに推進し、建築
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用材などへの利用促進を支援していきたいと考えています。 

次に、「第 7回内子町伝統芸能まつり」及び宜野座村との文化交流事業についてご報告致します。

１１月１１日、内子座で第 7 回内子町伝統芸能まつりを開催致しました。これは、少子高齢化の

進行等によって貴重な伝統芸能の保存継承が課題となる中で、町内各地に伝わる様々な伝統芸能

を広く公開し、一般の関心を高め、保存意識の高揚及び担い手の育成につなげていくことを目的

としています。本年度は、町内から、五十崎秋祭り獅子舞保存会・中川万歳保存会・五十崎凧お

どり保存会の３団体が出演されたほか、特別出演として、大分市の馬場子供神楽と、沖縄県宜野

座村字松田区芸能団の皆さまにもご参加いただき、大いにまつりを盛り上げていただきました。

当日の来場者は約３００人で「迫力があった。感動して涙が出た。」、「町内の子どもたちの演技も、

去年より上手になっている。成長が楽しみ。」などの声もあり、事業実施の成果を感じております。

今後も内容の充実・見直しを図りながら、未来への継承に向けて取り組んでまいります。また、

姉妹町村であります沖縄県宜野座村とは、平成２６年度から伝統文化交流事業を実施しており、

その一環として芸能まつりにもご出演いただいております。本年度は松田区芸能団の方々をはじ

め、當眞淳村長、石川幹也議長など３４名の皆さまにお越しいただきました。公演後は、出演団

体の皆さんとの交流会を開催し、お互いの伝統芸能について理解を深めました。また滞在中は、

町並み散策や手すき和紙体験をはじめ、内子町ならではの体験をお楽しみいただくなど、本事業

を通して両町村民の交流を深めることができました。今後も、様々な分野で姉妹町村としての絆

を強めてまいりたいと考えております。 

 最後に、１０月１４日に開催致しました歴史まちづくりシンポジウム「内子のミライ〜 歴史を

活かしたまちづくり作戦会議 〜」についてご報告致します。このシンポジウムは、現在策定して

おります「歴史的風致維持向上計画」について、町民に周知し理解を深めていただく機会とする

とともに、景観や歴史的建造物、伝統文化などを活かした歴史まちづくりについて考える契機と

なることを目的に開催したものでございます。当日は、内子座を会場に町内外から１７０人の参

加がありました。最初に、当計画の策定委員会委員長、推進協議会会長を務めていただいており

ます神戸芸術工科大学の西村幸夫教授から「歴史まちづくりと内子」と題してご講演いただきま

した。続いて、歴史的風致についての調査研究にご協力いただいている東京大学都市デザイン研

究室と株式会社ＴＩＴによる歴史まちづくりに関する事業提案を受けました。その後は、町内各

地で様々な活動を行っている８名の町民にご登壇いただき、地域に根ざした取り組みについての

パネルディスカッションを行いました。参加者からは「これからも内子町は『本物』を大切にす

ることが鍵だと思った。」、「自分も何かしたい、できることはあるか、と考えさせられた。」など

の意見があったほか、歴史的な建物を残すことの意義と、経済的な負担との葛藤に共感する声も

多く聞かれました。また、今回のシンポジウムに合わせて、歴史的風致に関する調査結果や、東

京大学都市デザイン研究室に設けられた内子プロジェクトからの事業提案を、パネルや模型など

を使って報告する企画展示を商いと暮らし博物館で行いました。会場では、過去に内子町をフィ

ールドに調査研究・提案などを行った愛媛大学社会共創学部、香川大学創造工学部などのパネル

展示も併せて行い、うちこ研究室として研究の成果を展示とすることで、内子に対する多面的な

見方や発見を共有する機会といたしました。今後は、今回の成果も含め歴史的風致維持向上計画

を策定し、年度内に国に申請を上げられるよう作業を進めたいと思います。以上、４件の事柄に
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ついてご報告申し上げました。今後も、産業の振興に努め、経済的な基盤を作るとともに、多方

面との交流を進め、交流人口の拡大と文化の発展に努めたいと考えておりますので、引き続き議

員各位のご指導とご協力をお願い申し上げまして、招集のご挨拶と致します。どうぞよろしくお

願い致します。 

○議長（山本徹君） 以上で、「招集あいさつ及び行政報告」を終わります。 

 

  日程第 ５ 平成３０年度 定例監査の結果に関する報告 

○議長（山本徹君） 平成３０年度 定例監査の結果に関する報告を受けることにします。赤穂英

一代表監査委員、ご登壇願います。 

○代表監査委員（赤穂英一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 赤穂代表監査委員。 

〔赤穂英一代表監査委員登壇〕 

○代表監査委員（赤穂英一君） ご報告申し上げます。お手元の資料番号３、「平成３０年度定例

監査結果報告」の１ページ、２ページをご覧ください。地方自治法第１９９条に基づく定例監査

は、代表監査委員の私、赤穂、才野監査委員及び監査委員事務局により、提出された調書等を中

心に、関係部署職員の皆さんからの説明、例月現金出納検査等の結果を踏まえ、各部署での事業

の執行について、「内子町監査基準」並びに「監査必携」に基づき、抽出により実施しました。そ

の結果、一般会計・特別会計及び公営企業会計の各種事業は、災害対応や災害復旧対応が続く中

においても、現時点で特に大きな問題もなく進捗しており、また、事務事業の執行内容も適正に

処理されているものと認められました。全体的には、評価できることも数多く見受けられました

が、今後、検討あるいは留意願いたい事項も見受けられましたので、次のとおりご報告致します。 

 ２ページの４、前年度定例監査及び平成３０年７月決算審査での検討・留意事項への対応のア

でございますが、予算執行上の事務管理に起因した不用額が発生しないための事務管理の徹底に

ついては、指導のあった部署において、早速、新たに担当者が予算執行に関する調書を作成して

課内で共有することにより、確実に進行管理できるよう、改善策に取り組んでおられ、適正管理

が期待できます。 

 続いて、随意契約についてでありますが、随意契約は、地方自治法施行令第１６７条の２で、

一定の要件を満たせば契約できることになっており、この法的根拠が重要でございます。今回の

監査でも、契約の内容は適正であるものの、執行伺い決裁書類に根拠となる条項、理由の記載漏

れや記載不十分の事例が一部の部署で散見されました。担当者の更なる指導はもとより、上司の

決裁時のチェックを徹底願いたいと思います。 

３ページをご覧ください。下の方でございます。一部の部署で、３業者からの見積による随意

契約が見受けられましたが、見積を徴することは、３業者に施行能力があると解釈できます。「内

子町契約に関する規則第１７条」からも指名競争入札が可能と考えられますので、検討の上、最

良の方法で契約を執行願います。一方で、過去における同様の随意契約から、指名競争入札に変

更されている事例も見受けられました。 

続いて４ページをご覧ください。備品の購入時の検収についてですが、備品購入は、競争性を

取り入れた事務処理となっており、備品納入時の検収は、事務担当者とは別に上司等が行うこと
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で、より適正な事務処理となります。職員数一人の部署では、担当者が検収も行っておられます

が、職務分離による透明性の確保の観点から、上司等別の者が検収を行うよう検討願います。 

続いて、町営住宅使用料、住宅貸付の連帯保証人への対応についてでございます。全体的に滞

納が減少している中、徴収率の低い町営住宅使用料及び住宅資金の貸付については、保証人が連

帯保証人となっております。連帯保証人は契約者と同様、同等の支払義務を負っており、滞納金

の徴収には連帯保証人抜きでは考えられないことであります。引き続き、事案によっては専門家

とも十分に相談し、滞納者はもとより連帯保証人にも接触し、厳正な対応をご検討願います。 

 次に、施設・設備の管理等についてでありますが、まず危機管理ということで、温暖化による

地球環境、これに伴う豪雪・豪雨・大型台風、落雷、地震、事故等、様々な災害等に対する危機管

理対策が求められています。内子町では、「内子町地域防災計画」を基本に、内子町災害発生時の

職員初動マニュアル、内子町避難勧告等の判断・伝達マニュアル、内子町避難所運営マニュアル

等を策定し、緊急時に的確な対処ができる体制となっております。加えて、施設・設備の耐震化

あるいは補強改修工事等が施工されているところです。特に、昭和５６年６月１日改正前の建築

基準法による施設等については、耐震診断や必要な措置など、更なる対応を検討願います。施設

管理についてでありますが、小・中学校のエアコン整備、これは計画的に進捗してございます。

施設・設備の利用の維持・向上、身体障がい者や高齢者、児童等への配慮などに引き続き、鋭意

取り組んでいただきたいと思います。 

５ページをご覧ください。滞納についてであります。全体の滞納については、決算審査報告で

申し上げたとおり、平成２２年度以降は減少傾向が継続しており、平成２９年度は、対前年度比

で４３６万７，０００円の減少となっています。これは、担当部署の職員の皆様方が長期にわた

り、納税に対する啓発・徴収に日々努力された成果であると思います。厳しい経済・地域情勢を

考えますと徴収事務は、ますます苦労を伴う業務となりますが、近年の地方交付税の逓減を考慮

し、自主財源の確保、公平な負担、行政の信頼につながるものであることを念頭に、鋭意取り組

んでいただきたいと思います。また、税務課主導の「内子町債権管理対策会議」による緊密な連

携・情報の共有は、高く評価できるものであり、引き続き、幅広く徴収の知識と手法に熟知して

いる税務課による他部署への指導を期待します。これまでの愛媛県地方税滞納整理機構への引継

ぎに加えて、徴収事務の豊富な知識と経験を有している国税・県税組織との連携が有効でありま

すので、更なる緊密な情報交換等を検討お願いいたします。 

次に情報化・ＩＴ化についてでありますが、重要であるのは、決算審査報告でも申し上げたと

おり、電子計算処理等に係る個人情報及びデータの保護は適正に行われているか、職員への情報

管理やシステムの周知・研修・監査・点検が十分に行われているかなどであります。内子町にお

いては、これらについて、情報セキュリティ委員会の設置を行い、内子町情報セキュリティ対策

基準・内子町情報セキュリティ緊急時対応計画・内子町特定個人情報の管理状況に関する監査実

施要領等を策定・遵守するなどして、情報管理の徹底、セキュリティの確保に取り組んでおられ

ます。極めて重要なことは、各種規程やハード面の手当てを万全にしたとしても、職員が実際に

遵守し対応できているかということであります。言い換えますと、いくら箱物を立派にしても魂

が入っていないと万全とは言えません。職員の意識改革を引き続き徹底する必要がございます。

本年、１０月に実施されました担当部署による監査や、例年実施されている研修の実施は有効で
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あります。高く評価できるものであります。施錠して保管すべき情報や行政文書が確実に施錠し

て管理されているかも含め、引き続き、情報管理の徹底、セキュリティの確保に厳格な対応をお

願いします。 

６ぺ－ジでございますが、社会保障・税番号制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、

公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入されました。３年前、平成２７年１０月から、

個人番号、法人番号の通知が始まり、平成２８年１月以降、社会保障・税・災害対策の３分野の

うち、法律や条例で定められた事務で順次利用が開始されています。引き続き、個人番号や番号

記載の文書を厳正に管理願います。加えまして、内子町におけるマイナンバーカード、身分証明

書として利用できる IＣチップ付のカードでございますが、これの交付率は、８．４８％と低調な

状況にありますので、交付率向上策を検討願います。 

次に、補助金及び交付金についてでございます。各種団体の活動を支援、奨励することは、地

域の活力や人材育成、町行政の円滑な推進のためにも重要なことであります。ついては、各団体

等の補助額の審査や査定が前年踏襲で形式的となり、団体の実態、思い、悩みなど、大切なこと

が見落とされていないか留意しながら、今後も、各種団体の指導と育成に努めていただきたいと

思います。一部の団体では、繰越額が大きく、新年度における補助金交付までの運転資金ではな

いかとの感もありますので、補助金の交付時期を含めて、交付金申請手続きの指導に努めていた

だきたいと思います。 

基金でありますが、地方自治法第２４１条第１項にありますように、特定の目的のため財産を

維持し、資金を積み立て、または、定額の資金を運用するため、積み立てられておりますが、い

ずれも法令・条例に基づいて適正な管理がなされております。引き続き、その規模や管理などに

ついて、十分検討を行った上で、それぞれの基金の設定の目的に則して、適正な管理、運用に努

めていただきたいと思います。 

最後、公営企業についてでありますが、まず水道事業についてであります。近年、特に、有収

率の低下が懸念されております。決算審査でも申し上げましたが、平成２９年度では７２．１９％

となっております。送水・配水管の老朽化による漏水が原因の一つと考えられ、計画的に漏水調

査を実施し早期対応を行い、安定した給水のため、漏水件数を減らす努力を行っておられますが、

引き続き、安心で安全な水道水の安定供給に、一層努めていただきたいと思います。 

７ページ、最後でありますが、下水道事業についてであります。各種課題の内、８４．９６％

に留まっております水洗化率・接続率のアップについては、新たに、環境整備補助等に関する施

工業者説明会を開催されるなど、改善策に取り組んでおられます。引き続き、課題解決に取り組

み、安定的なサービスの提供、維持可能な下水道事業の経営の効率化を図るため、一層努めてい

ただきたいと思います。 

 結びに、内子町の良さと個性が生かされた内子町形成のため、一層努められることを望み、監

査報告と致します。 

○議長（山本徹君） ただ今の監査報告に対する質疑があれば許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

以上で、「監査報告」を終了しました。 
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  日程第 ６ 一般質問 

○議長（山本徹君） 「日程第６ 一般質問」に入ります。質問は、通告により、一括質問、一括

答弁を行い、再質問から一問一答と致します。議員の発言時間は、会議規則第５６条第１項の規

定により４０分以内とします。発言残時間は、前方左側の壁に設置しております、残時間表示板

でご確認ください。要点を簡潔に、要領よくまとめて質問されますよう、議員各位のご協力をお

願いいたします。理事者におかれましては、議員の質問の趣旨等に対する確認等がございました

ら、先にその旨を告げてから発言してください。質問通告者は、５名であります。それでは受付

順に質問を許します。 

 最初に、下野安彦議員の発言を許します。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） １１番、下野です。 

〔下野安彦議員登壇〕 

○１１番（下野安彦君） １２月議会に当たりまして一般質問をします。師走になりましたけれ

ども、温かい日が続いておりまして、深山のスキー場が多くのスキーヤーで賑わうようにこれか

らの冷え込みを祈りながら一般質問をしたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

まず、最初ですけど、専決処分の考え方について質問致します。６月議会、９月議会と、町側

に管理責任があると判断した専決処分が２件続けて報告されました。それぞれの案件において、

十分検証をされての専決処分対応と思うのですが、地方自治法第１８０条第２項では、その内容

を議会に報告しなければならないが、承認を求める必要はありません。私が思うには、議会に承

認を求める必要がないのであるからこそ慎重に対応してもらわなければならないと思い質問をす

るものであります。すでに数カ月経過していますから、皆さんの記憶も曖昧になってきていると

思いますので、９月議会の専決処分の内容を簡略に述べさせてもらいます。平成３０年６月２５

日、五十崎自治センター駐車場内にて走行していた軽自動車が、地上に露出していた樹木の切り

株に乗り上げて車両の底面を損傷したもので、町側の過失を認めて相手側へ損害賠償を行ったと

いう専決処分であります。金額は１６万３，９００円、専決処分の日は和解が成立した８月２４

日です。総務課長の説明では、平成３０年６月２５日１０時３０分頃、五十崎自治センター駐車

場において、駐車場入り口から進入し、中央通路を直進した後、駐車場右奥にある１階玄関横に

駐車しようと右折したところ、枯れた樹木の切り株に気付かなかった相手方が、その切り株に乗

り上げて車の底面に著しい損傷を与えたということでした。町が管理する公共施設の管理不十分

により起きた事故で、町に損害賠償を負う義務が発生したことにより、町が加入している総合賠

償総合保険に事故の報告をして、修理工場に修理見積もりを行い、損害賠償したというものであ

ります。普段は樹木の切り株には古タイヤを被せていたが、その時タイヤはなく、更に草が生い

茂って切り株が見えない状態だったとの説明でした。報告後の質疑において、同僚議員からは「動

かないものに車を当てたということだったら、一般的には自己責任と思うが、公共施設の設置者

の管理責任ということでの専決か。」と質疑がありました。また、別の同僚議員からは「切り株が

地上３０センチあるということは、普通はある程度見えるので、運転している人の過失というこ
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とは考えられないか。」と質疑されていますが、総務課長は、草が生い茂っていたという事で、運

転されていた人の過失はないという判断をしたと答弁されています。私も、イベントや何らかの

大会が開かれて車がいっぱいで、草が生えている所をわざわざ通らなけばならない、そこしか通

れない状況だったのかなと思い質疑しますと、「月曜日の平日で、何も催しものはなく、駐車場に

は数台の車しか止まっていなかった状態で、当然見通しは良かった。」と答弁されたと思いますが

間違いありませんか。 

また、６月議会での専決処分は、町有林から落下した樹木が町道を走行中の車に直撃し車輌を

損傷したということで、町側の管理責任を認めて２６万３，５００円を賠償したという専決処分

でした。内子町議会は、平成２４年６月の定例議会において、「内子町議会の権限に属する事項中、

地方自治法第１８０条第１項の規定により、目的物の価格が１００万円以下の訴えの提起、和解

及び調停に関することや、町の義務に属する損害賠償の額に対して、町長の専決処分事項に指定

する。」と議決しています。よって、この専決処分事項については冒頭述べました通り、理事者は

報告を行うことで承認を求める必要はありません。ただ、６月議会、９月議会とも、事前に全員

協議会が開かれて詳しい説明を受けたという記憶はありません。本会議でいきなり報告を受けて

「質疑はありませんか。」と問われるわけですが、瞬時に頭の中の整理をして内容を精査できる時

間が無い中での質疑であり、すっきりしない状況でしたので、今回一般質問で取り上げた次第で

あります。６月議会、９月議会と、町側に管理責任があると判断した専決処分が２件続いたわけ

ですが、今後の専決処分に対する考え方はどうか町長に質問します。 

続いてですけど、クレーマー対策について質問します。クレーマーについてインターネットで

調べていますと、１９８４年、アメリカのジョン・グッドマンという人が「顧客が苦情を企業に

伝えるのは２６件中１件」という有名な測定結果を発表したということです。この数字が長らく

業界の常識としてまかり通っていたということですが、同様のリサーチを最近してみたところ、

４．６３回に１回という結果が出たということであります。３０年前に比べてクレーム発生率が

５から６倍にはね上がっているということだそうです。クレーマーの質について、金品の要求が

増えてきているということだそうです。昔は「金を返せ。」とまでいうのは普通の感覚では「非常

識だ。」が普通の人の感覚でした。ほとんどが謝罪で済むことが多かったということですが、今は

お金だそうです。しかも、現状以上のものを要求する場合もあるようです。ある法律事務所のホ

ームページを見てみますと、クレーマー対策について書いてありました。クレーマーは、同じこ

とを執拗に要求してくる。説明しても納得せずに同じことを何度も言ってくる。何度も繰り返さ

れると、次第に心が折れてしまいに「このやりとりから解放されるなら。」と相手の不当な要求に

応じてしまうことになってしまうのだそうです。そこで、やってはならない事が３つ書いてあり

ました。一つ目は、クレーマーは、相手の様子が弱ってきたら意図的にもうすこし軽めの要求を

してくるのだそうです。同じく不当な要求ですが「当初の要求ほど不当ではない。」というもので

す。当初の要求よりも軽めの提案がされると「相手も譲歩しているならこちらも譲歩しないとま

ずいかな。とりあえずこれくらいで解放してくれるなら。」とクレーマーの要求に応じてしまい、

これをやってしまうとクレーマーの思うツボに入ってしまうということです。いったん不当な要

求に応じれば、さらに別の要求をしてくるものです。担当者も「不当な要求に応じてしまったと

いう後ろめたさがあるので、次第にクレーマーのいいなりになってしまいます。」という事で簡単
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に応じてはならないのだそうです。やってはならない２つ目は、クレーマーは、組織よりも個人

の方がコントロールしやすいので、できるだけ相手がひとりの時間に連絡をしてくるようになり

ます。土曜、日曜といった勤務時間外での面談やプライベートの携帯番号を求めてくることがあ

ります。クレーマーにプライベートな事を教えると、２４時間３６５日すべて失われてしまうと

いうことだそうです。やってはならない事の３つ目は、「こちらの要求を聞かないと話が大きくな

るぞ。」と揺さぶりをかけて、「訴えるぞ。」という人がいるという事ですが、揺さぶりに屈しない

ことだそうです。訴えるというと責任を負うと誤解する人がいますが、訴えるというのはあくま

で司法の場で判断されるということだけで、訴訟になれば法廷で冷静に事実が判断されるため、

逆にクレーマー対応としても楽になるということだそうですので、「訴えるぞ。」に屈しないとい

う事だそうです。さて、今の時代ですから、こういう状況は内子町でもあるのではと思い質問す

るものです。町民及び職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するためのクレーマー

対策や職員を守るための対策及びハラスメント防止などはどのようになっているのかお尋ね致し

まして、一括質問を終わります。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは私の方からご答弁をさせていただきます。まず、一つ目の専

決処分の考え方についてでございます。地方自治法で規定している専決処分につきましては、議

会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものにつきましては町長において

処分することができるということになっております。下野議員のご質問にもありますように、平

成２４年６月議会におきまして、「専決事項の指定について」議決をいただいております。これを

受け、専決処分事項が発生した場合の対応につきましては、その都度、議会に報告にも報告をし

ておりますし、常に公平公正を旨とし、それぞれの案件に対して、いろいろな角度から慎重に検

証し判断をしております。ご質問のあった６月議会、それから９月議会に報告させていただきま

した案件につきまして、間違いはないかというご質問でしたので、私が答弁したとおり間違いご

ざいません。それぞれケースは違いましたけれども、事案発生時からの状況、それから現地の状

況も何度も状況を確認致しまして、被害に遭われた方、それから第３者からの聞き取りなども必

要に応じて実施をし、主観的かつ客観的に慎重、厳正な審査検証を行って、最終的な専決処分を

決定したところでございます。今後も、この姿勢は変えることなく、一貫した態度で検証を行っ

てまいりたいと考えております。また、専決処分に関わらず、全ての業務においてですけれども、

常に関係法令等を照らし合わせながら、慎重に業務を遂行していきたいと考えております。 

 続きまして、クレーマー対策についてでございます。現在内子町では、悪質なクレームや不当

要求など、日々の業務に悪影響のある行為に対しましては、「内子町不当要求行為等防止対策要綱」

等に沿いまして対応をしております。具体的な対応方法としては、まず１つ目に、担当者任せに

しない、必ず複数名で対応する。２つ目に、各課単体の問題とせずに、関係する部署、横の連携

をとりながら、理事者とも情報共有をするということ。３つ目に、対応内容については、必ず時

系列で記録をとる。必要に応じて録音、また電話のクレーム等につきましても録音機能付き電話
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で対応するということにしております。また、内容につきましては警察や消防署等への連携もと

りながら対応をしているということでございます。他の住民や職員への安全を配慮して、適切な

対応をとることということにしております。相手の話をよく聴いて、冷静に誠意を持って丁寧に

対応するとともに、説明責任を十分に果たすために、関係法令に照らし合わせて、しっかりした

根拠をもって、毅然とした態度で臨むことが大切であると考えております。また、管理職を対象

と致しました職員研修、こちらも定期的に実施をして、具体的な対処法について専門家から学ん

でもおります。最近におきましては、平成２９年１０月１９日に不当要求責任者講習会を開催を

致しました。また、ハラスメント対策につきましても、要綱を定めるだけでなく、全職員を対象

にしたハラスメント研修を実施をし、ハラスメントに対する認識や理解を深め、未然に防止する

取り組みを行っているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 課長の答弁、適正な検証をした中での判断だったということでありま

した。そこでもう一度、再質問をさせていただきたいんですけど、９月議会の質疑、私しました

が、時間がない中で報告を受けて質疑でしたのであまり内容は深く質疑できなかったですけど、

当日の五十崎自治センターは月曜日でイベントもなく、駐車していた車は数台だけで見通しもよ

かったと答弁されています。五十崎自治センター駐車場に駐車していた車は数台だけで時間も日

中で見通しもよかったのに、なぜあの広い駐車場の中、草が生い茂るところを通らなければなら

なかったのかと私は思うんですよ。人間の心理として草が生い茂っていたら、草の中には何があ

るか分からないので、逆に避けて通るのが普通であり、平板ブロックが張ってある何もない場所

を走行するのが普通だと思うのですが、いかがでしょうか。そうなるとわき見運転とか前方不注

意ではないかと思えてなりません。町側の管理不十分による町の過失を認めたということで、本

人との交渉により損害額１４万５，０００円と代車費用１万８，９００円だったと報告を受けた

のですが、切り株を放置していた町側の管理不足もあるのでしょうけれども、前方不注意等の過

失割合はなく、すべてを町側の責任ととらえたのでしょうか。例えば、過失があったら５対５と

かで過失の相殺がされて賠償額が減額されると思うんですけれども、相手にはまったく過失がな

かったと思い、今回の専決処分の妥当性について内容にもう一度再度質問を致します。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） まず、こちら側が賠償責任があると判断した理由と致しましては、ま

ず、駐車場というそのものなんですけど、駐車場におきましては、どこを走行しても安全にかつ、

きちんと管理をしないといけないという側面があろうと思います。まず、そこで木の切り株の後

始末が十分でなかったための事故というところもございました。また、今回の事故につきまして

は、総合賠償保険の担当の方にもですね、過失等の判断もしていただきまして、町の方にも過失

があるというふうな判断もいただいたところでございます。総合的な現場の検証、それから、い

ろいろなことからの意見も参考にしながら最終的には、町の方に過失があったというふうなとこ

ろで認めさせていただいて賠償させていただいたというふうなところで、これにつきましても９

月の専決処分の報告のとおりでございますので、ご理解いただいたらと思います。 
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○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 今言いましたのは、過失はすべてが１００％町側という形で相手側の

わき見とかいう過失というのはなかったということで相殺するものはなかったということでよろ

しいのでしょうか。再度質問します。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 保険会社の出した過失割合がすべてではないというふうに考えており

ます。保険会社が出した過失割合は、２５対７５でございまして、町が７５の過失があるという

ふうなことで査定を受けておりますけれども、これを一つの判断材料ということで、我々はとら

えておりまして、日頃からのそういったきちんとした公共施設の管理というのは相当重いものが

あるだろうというふうに判断させていただいた結果、賠償させていただいたというふうなところ

でございます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） ということは保険会社は、２５の相手側の過失を認めたけど、町はす

べてが町の管理不足ということで１００％賠償したということだと思うんですが、この総合賠償

保険会社というのは普通だったら、現場に来られて実況いうか検証されると思うんですけど、こ

ういう保険会社さんは総務課からの写真やそういう報告だけで判断されるんですか。現地での検

証はされているのかどうか教えていただいたらと思います。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 事故が発生しましたら、当然、位置図でありますとか写真等も取り揃

えて査定を受けます。社会通念上、簡易的な町の過失があると認められる場合には現場検証も省

略される場合はありますけれども、今回の場合には現場検証もしていただいて判断させていただ

きました。ただ、やはり重ね重ねになりますが、普段、管理している町にとってはその時の状態

というのはやっぱりあってはならないことだろうというふうに重く受け止めたというふうなこと

でございますので、ご理解いただいたらと思います。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） ちょっと私としては２５％の過失割合は全部すべて町が認めたという

のは、ちょっと納得がいかんわけでございます。不特定多数の人が出入りする公共の駐車場でご

ざいますので、普通なら、交通事故を起こしたらこれは交通事故の対象になると思うんですけど、

ちょっと考え方を変えたらですよ、あの公共の施設で散歩がてらに親子が遊びに来られていて、

よちよち歩きの小さなお子様が自分の手から離れてちょこちょこと行ってうずくまっておられた

場合、その場合、そういったところにその車が今のような状況を起こして、子どもさんをはねて

しまったらこれは完全に交通事故になると私は思うんですよ。それで警察を呼んでこういう事故

の検証をするとおそらく運転されていた人が前方の不注意か交通安全義務違反とかなんかで被害
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者ではなく加害者になる立場になると思うんですけれども、こういった判断ですよね、先ほど検

証を十分にやってますと総務課長言われましたけれども、これをどういうふうにするかという対

応するかという審査会のようなものは役場の行政の中ではないのでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 審査会といいますか、担当する課、それから総務課の管財部署等でそ

ういった事故が起こった場合には理事者も含めてですけれども、対応策の会議を開催していると

いうようなところでございます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） それと先ほど、監査委員さんも言われましたけれども、町には、顧問

の弁護士さんがおられるというふうに聞いておるんですけれども、そういった弁護士さんへの相

談というのはされなかったのかお尋ねします。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 顧問弁護士にも当然、相談する案件はございますけれども、今回の案

件につきましては、我々だけで対処をさせていただいたというところでございます。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 私はやはりこういったことに関しては、第３者を入れたような委員会

を設立してそういった顧問弁護士とかそういう法的に詳しい方とかを入れた中での今後の検証を

するためにどうするか、比率をどうするかとか、先ほどのすべてが行政側に責任があるというふ

うな判断をしてしまう。課だけで管財の方らと職員同士で話し合って理事者も含めてですけれど

も、決めたということですけど、今後そういった慎重な対応をするためにも、そういった課を設

置されて、専門家を入れて検証する方が私たちも納得はいくと思うんですけどいかがでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） そういったような事例が起こらないようにしっかりと我々も普段から

公共施設の管理をしないといけないというふうには改めて肝に銘じました。それから、冒頭で議

会への趣旨説明が十分ではないのではないかというふうなこともご質問の中にありました。これ

につきましては、他の市町の議会等の対応も見ておりますと、きちんとした説明をですね、まず

する必要があるかなというふうに思いますので、例えば全協あたりで前もって事故の状況等の説

明も丁寧にさせていただきながら、本議会で報告をさせていただくというそういった形もとれよ

うかと思います。また、第３者委員会の設置ということにつきましてもですね、他の事例等も参

考にさせていただきながらですね、きちんとした対応ができる仕組みとして有効であると判断す

る場合には、そのようなことも考えさせていただきたいと思いますが、いずれにしましてもきち

んとした厳正なる対応をするということにつきましては変わらないということでございますので、

その中でそういう対応が有効であるということで判断させていただくということになればそのよ
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うな形でさせていただくということで、検討させていただきたいと思います。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） そのような対応をこれからしていただきたいんですけど、前回の９月

議会の中で質疑ではすっきりしなかったんですけど、今日質疑しましたらすっきりするかと思い

ますけれどもやはり２５％の過失をそのままにしたということを聞きますと、すっきりしません。

今後、しっかりと検証していくような委員会を設置していただくようにお願いをしときます。 

 クレーマー対策ですけれども、ほとんどのこと総務課長言われた中で私が疑問に思っていたこ

と答弁されました。やはり、クレーマーのことも調べてみますと、誠意が見えないとか何もわか

ってないとか、悪質クレーマーは同じことを何度も繰り返すということでございます。そこまで

やられると悪気がない、一生懸命接していた職員も疲れ果てて少々のことは認めてしまうように

なると思うんですけど、そういった職員がそれに費やされるとなると、結局は住民のために働い

てもらわなければならない職員の時間が拘束されてしまう。クレーマーのためにほとんど費やさ

れるということになったら業務の停滞につながり、結局は住民全体の損益が脅かされるというこ

とになると思いますので、そこらはいろんな研修会をされるということをお聞きしましたので、

今後ともそこらは強くやってほしいんですけど、エゴのむき出しのクレームに対しては厳正に対

応していくべきだと思うんですけれども、具体的にどういったことが起きているか。事例があり

ますか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 日頃の軽易なところで申しますと、職員の不適切な対応があったとい

うようなところで電話とかはよく寄せられます。その時の対応につきましては、その都度、現場

の職員等に確認をとって、適切な対応をするように指導をするとともに、またその回答につきま

しても丁寧に回答をさせていただいているという状況でございます。過度な精神的にも負担にな

るようなクレームにつきましては、やはり議員おっしゃられるように日頃の業務の停滞にも大き

くつながってまいりますので、そういう場合には、顧問弁護士に必ず相談をして対応も組織的に

するように体制もとっております。今、問題になっている大きなクレームは現在のところござい

ません。ただ、やはりそれが今後大きな目になっていくだろうというちょっと心配な材料もない

ということでもありませんので、それはきちんとした今後の対応が求められるかなというふうに

思っております。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 先ほどの質問と今のクレーマーの質問もですけど最後に町長にやはり

最後にはそういう委員会の設置等の判断なんかは町長も交えてされているわけですので、私もい

いましたように第３者を入れての委員会の検討も考えていただきたいんですけど、町長の考えを

お聞かせいただいたらと思います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 
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○町長（稲本隆壽君） 私たちはその事案ごとにですね、適切に判断してしっかりその事案と向

き合ってきたというふうに思っております。今後もその姿勢で貫いていかなくちゃいけないと思

っております。場合によっては、今、下野議員が言われましたような組織も場合によっては必要

かなと思っております。ケースバイケースで判断をして議会の皆さんにもご納得いただけるよう

に説明をさせていただきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。 

○議長（山本徹君） ここで、暫時休憩します。午前１１時２０分より再開します。 

 

午前１１時 ８分 休憩 

 

午前１１時２０分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、向井一富議員の発言を許します。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

〔向井一富議員登壇〕 

○３番（向井一富君） ３番、向井一富です。１２月議会にあたりまして、質問通告書に基づき

質問させていただきます。まず、防災について質問させて頂きます。内子町の河川の河床掘削の

今後の予定と範囲を問います。先の９月議会で、麓団地の住民の方からの相談ということで質問

させて頂きました。浸水想定地域の治水対策はとの問いに「治水対策は、河床掘削から始める。」

との答弁でしたが、そこで、河床掘削は具体的にどの範囲をどれくらいの期間で実施するのかお

尋ね致します。川底を下げるということは浸水対策の利にかなっているとは思います。和歌山県

の熊野川では、平成２３年の大水害を機に河床掘削を実施し２７年の台風５号の水害で、水位を

１．５ｍ下げる事が出来、浸水被害を回避できたとの近畿整備局の発表を目にしました。また兵

庫県の加古川、大分県の山国川、八坂川等もこの事業で浸水が免れたとの報告があります。しか

し、このことへの認識が愛媛県は少し低いような気が致します。その事は、ある大洲の住民が、

今回の大洲の洪水は河床掘削が未実施につき起きた旨の関連訴訟を、国を相手取り起こしておら

れます。半世紀以上放置されているとの事です。町内河川も早急に取り掛かってもらいたいと考

える次第であります。また、それに関連して、地元にも砂防ダム、堰堤というのでしょうか、い

くつかあります。しっかりと山崩れ土石流を防いでくれているとの認識はありますが、どの砂防

ダムも土砂が満杯になっております。その土砂があのままでいいのかと住民の方から問い合わせ

もありましたのでこの際、この機会を得て町内の堰堤の数と、その堆積土の除去についてお尋ね

を致します。 

次に、内子町の自主防災組織と住民の間で、住民所有の資機材を、有事の時貸与してもらう協

定書を取り交わしておく、具体的な対応を推し進める必要性を考えるがそれについて問います。

先日、防災士資格をとりました。その講習会の中で災害時に一番大切な事は「助かる命は助ける。」

でした。自助、共助が有事には最も大事で、公助では間に合わないケースも多々ある旨の講習を

聞きました。大雨とか風雪はある程度気象庁から予報が出ますので、予測がたち、避難する事が
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出来ますが、地震だけはまだまだ予測することができません。間もなく起こると言われておりま

す、南海、東南海地震、この対応が一番気になるところです。７２時間の壁という言葉もありま

すし、日頃からの備えが重要に思います。それは耐震化であり、訓練であり、防災組織の強化で

あります。自助意識の醸成、防災組織の充実を図る事は非常に大切だと思います。そして発災時

に一番大切なことはやはり「助かる命は助ける。」という事だろうと思います。その意味ではそば

にいる人が、その場でいち早く対応をしなければなりません。家屋の倒壊、土砂災害、倒木、停

電、インフラの不通、そこに命の危機があるのです。救出には人力ではどうにもならない事態が

多々あろうかと思われます。やはり動力、道具が必要になります。ユンボであったり、チェーン

ソーであったり、発電機であったり、運搬車、ダンプであったり、洗浄機であったり、その他も

ろもろの道具が必要になろうかと思います。そこで、自主防災組織がその機材を全部揃えるとい

うことは、到底、無理な感も致しますので、それらの資機材をかなりの住民の方が特に農家の方

は持たれております。それらの資機材の保有台数の掌握と、貸借協定書等を取り交わす事で有事

の際に身近で素早く対応が出来るのではないかと考えます。「そんな協定書まで結ばんでもそんな

時は、貸してもらえる。」みたいな事は分かってはおりますけれども、あえてそのような協定書を

結ぶ行為作業が、防災意識の醸成に役立つと思われます。地域にそのような資機材の所有者と台

数等が把握出来、いろんな災害に役に立つ情報になると思われます。是非そのような取り組みを

町の主導で取り組んでもらいたいと考えるところで質問させていただきました。 

次に内子町の避難所におけるペットの扱いの基本姿勢についてお尋ね致します。全国でもペッ

トの避難がたびたび問題になっておりますが、もちろん人が第一です。その中でも男女に対する

配慮の違いとか、赤ちゃん、子連れ、家族の問題とか、避難時の要支援者等々配慮しないといけ

ない点は多々あります。今回はペットの避難について基本的な考えをお聞かせ願いたいと思いま

す。ペットといえども家族同様に暮らしているご家庭もたくさんおられます。その家庭にとって

は真剣な問題です。そして、避難時のペットの取り扱い、非常に心配されておりますので、よろ

しくご答弁をお願い申し上げます。 

次に、内子町の防災タイムラインについてお尋ね致します。防災タイムラインは２００５年に

アメリカで発生したハリケーンカトリーナによる大規模災害を教訓に事前の防災行動計画の策定

の重要性が求められ始まった取り組みで、２０１２年のハリケーンサンディの際に上陸を想定し

たニュージャージー州はタイムラインを策定し、４０００戸もの浸水があったにも関わらず犠牲

者ゼロに収めた、この事がきっかけになって広がっていきました。日本でも最近では鉄道の計画

運休とか、早め早めの対策が混乱を避け、被害を最小に収める事例も出来始めております。これ

を見ると、かなりの割合でタイムラインが策定されておると考えるところでございますが、内子

町における各種災害におけるタイムラインは策定してあるのか、また各自主防災組織においても

タイムラインの必要性を感じるが町と連動して策定するつもりはないか問います。いつ、誰が、

何をやるか細かく具体的に決めておいて、それに伴う具体的な訓練をする事において混乱が軽減

され、復旧も早く進むと考えられるがどうか。また、それを作る段階で関係者同士の顔が見え協

力意識が高まり認識の共有も図られると考える。そもそも事前行動にも役に立つのはもちろんで

あるが、事後の検証にも役に立つと考えるがいかがでしょうか。 

次に観光振興についてお尋ね致します。まず、オーバーツーリズムと内子町の観光事業につい
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て問います。東京オリンピック２０２０、また、この度２０２５大阪万博も決まりました。ます

ます、日本が注目される事になります。今年も幾多の災害がありながらも訪日客数が過去最高に

なる可能性があります。そんな中、世界的に物議をかもしだしております、オーバーツーリズム、

観光公害です。特にスペインのバルセロナ、イタリアのベネチア等ヨーロッパ各地では観光客排

斥デモも起こっているくらい切実な問題になっております。日本でも京都辺りでは市民が市内バ

スを利用できないというような状態が起こり、具体的な例が発生しております。内子町もそのく

らい観光客が来て欲しいとの願いも込めての質問をさせて頂いております。内子町も観光協会を

一般社団法人化し誘客にさらなる力を発揮されようとしております。外国からも観光客がどんど

ん来て欲しいのは山々ですけれども、生活習慣の違いとか、住民とのトラブルになる事が心配さ

れます。その土地のマナーを守ってもらうことは、観光客の基本だと思いますが、それが出来て

ないのが現状みたいです。そこで内子町では外国人に限らずオーバーツーリズムのようなトラブ

ルはないのか、現状をお尋ね致します。また、特に八日市町並みにおきましては、地元車両、業

務車両の車も含めますけれども、歩かれている観光客との往来時のトラブルは現状的にはないか

問います。 

次に主要地方道小田柳谷線本川から深山間の整備状況を問います。先ほども稲本町長からのお

話の中にもありました、春は花見、夏は避暑、秋は紅葉、冬はスキーと小田深山の観光資源は四

季折々無限の可能性を秘めております。とは言ってもアクセスが悪いと観光客も足が遠のきます。

その意味でも今まさに深山荘の再生を前に早期整備を望むところでございますけれども、いかが

でしょうか。 

次に福祉について尋ね致します。まず、内子町の認知症サポーターとキャラバンメイトの現状

を問います。先日、ある地区の集会所前を夜６時半頃通過していたら、一人の婦人の方が椅子に

座っておられました。最初は暗かったので見落とすくらいでした。その時は７時ぐらいから地区

の会合があって待たれているのかなと思い通り過ぎたのですが、しばらく走っていて７時からの

会合にしては早すぎるし、外はほんとに寒い日でしたのでやっぱ声だけは掛けといた方がいいか

なと思い、引き返して声をかけると「バスを待ちよる。」との答えが返ってきました。これはただ

事ではないなと。その人の顔は知っておりましたので家まで送り届けました。ご家族の方は、本

人は部屋で寝ているものとばっかり思い込んでおられてびっくりされておりました。そして、感

謝もされました。もしもあのまま外でおられたら風邪をひくし、歩きだして行方不明になりかね

ない状況でした。その事を機に昨年の１２月議会で同僚議員が質問されていた認知症サポーター

制度の事を思い出しこの度質問させて頂きます。日本は超高齢化社会に入り、２０２５年には認

知症が７００万人になると言われております。その人たちやその家族の人たちの手助けになれば

ということで認知症サポーター制度が開始したわけですが、同僚議員の以前の質問で、その当時

の認知症サポーターは８４５人との答弁でしたが、その後の推移をお尋ね致します。またその認

知症サポーターの活動があまり世間的に認知されてない気が致しますけれども、具体的な活動内

容は何か。また、その方達の指導的な立場と思われるキャラバンメイトの人数とその活動内容を

教えてください。この制度は認知症の人にだけでなく、人にやさしい町づくりに役に立つ制度だ

と考えますのでよろしくお願い申し上げます。 

最後に内子町の小・中学校でのがん教育の現状を問います。ここ最近身の回りの知人が何人も
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がんになり現在治療しておられます。それも６０代前後の方たちです。まだまだ元気で地域のた

め内子町のために頑張ってもらわないといけない年代です。自分が若い頃は、がんは特定の人の

病気で自分周辺の人には関係ないものだと思っておりましたが、現在、テレビの保険会社のコマ

ーシャルでもしているように「がんは万が一じゃなくて２分の１」である事を今更ながら自覚し

ました。がん治療にはお金もかかるし、時間もかかります。がん保険の必要性とがんに対する知

識の大切さを痛感致しております。そこで、そもそも学校教育とは一人一人が将来幸せになるた

めにあるものだと思います。学力、体力は将来生きていくための力です。がん教育は、病気に対

する正しい知識を身に付け、がんになっても正しい選択が出来る事に期待が持てます。以前、平

成２７年の９月議会でも先輩議員から質問があったと思いますが、その後学校での教育は前に進

んでいるのか、どんな内容の授業になっているのか、概要をお聞かせください。文科省からのア

ンケートもあったと思うのですがその内容も合わせてお聞かせください。以上、総括質問とさせ

ていただきます。 

○議長（山本徹君） 向井議員さん、申告のありました、ふるさと納税については。どうぞ、続け

て。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 原稿をなくしましたので口頭で言います。先日、静岡県の小山町にふる

さと納税についての研修に行かせていただきました。その時に本当に驚きを隠せませんでした。

まず、小山町の駅に着きましたら、職員２名が２台の車で我々を迎えていただきました。庁舎に

入りますと職員全員が１階ロビーで大拍手で歓迎されました。もうオリンピックで金メダルをと

って凱旋したあのような雰囲気でお出迎えをいただきました。本当に頭が下がったしびっくり致

しました。これは町長の考えでこうやっているということではございましたけれども、いろんな

各種の賞を総なめにしているあの内子町が来たからということで気合が入っておったんじゃない

かなという感もゆがめません。その小山町のふるさと納税額がまたそれにも驚きました。５５億

円という金額でございます。４割の返戻品、現在は４割の返礼品で３００前後の商品アイテムが

あったようでございます。あとそこの一部の事務手続きを町の商工会に委託されて、運営してい

るということでございました。だいたい自分なりに計算致しますと、２，４００万円の支払いが

あるんじゃないかなという感じを致しました。内子町の商工会もそういう観光協会が出来上がり

ますと手数料とかもそういうところに発生ができるくらいになればすばらしいなという考えも同

時に致しました。そこで、内子町の現在の１１月現在までのふるさと納税の取り扱い金額と次年

度のだいたいの目標をお聞かせ願いたいと思います。以上で総括質問を終わらせていただきます。

失礼致しました。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 私の方からは防災減災対策の河床掘削についてと砂防ダム

の関係、それと観光振興の主要地方道小田柳谷線の整備状況についてご答弁をさせていただきま
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す。 

まず内子町の河川の河床掘削の今後の予定と範囲でございますが、河川につきましては、県が

管理主体となっておりますので、県の意向として答弁させていただきます。小田川や中山川など、

これまで要望のあった箇所につきましては、予算配分の範囲で対応しております。今後も要望が

あれば現地確認し、治水上必要と判断した場合は、優先度を考慮した上で予算要望を行い、対応

したいと聞いております。町と致しましても、河床掘削につきましては、位置等を示し県に対し

て要望を行っておりまして順次対応いただくものと考えております。 

次に、内子町の砂防堰堤の数と堆積土砂の除去はしないのかという質問でございますが、砂防

堰堤の管理主体は県でございますので、県の意向としてご答弁させていただきます。内子町の砂

防堰堤の完成基数は約８０基でございます。現在３基施工中でございます。また、堆積土の除去

につきましては、砂防堰堤は満砂になっても一定の効果を発揮しますが、下流人家への被害が懸

念される場合など、緊急性に応じて土砂撤去を実施することにしており、今後とも、豪雨時など

異常気象時などにおいても、適切に機能するよう、維持管理を行っていく予定であると聞いてお

ります。 

続きまして、観光振興の主要地方道小田柳谷線の整備状況でございます。この路線につきまし

ても県道でございますので県当局の意向としてご答弁いたします。当路線は、沿線に小田深山ス

キー場が存在するとともに、紅葉の名所として知られている小田深山があることから、県では、

１．５車線的な道路拡幅と線形改良を行い、交通安全の確保、離合困難を解消することにしてい

るところでございます。現在、スキー場下の急カーブとなっている箇所について、盛土擁壁を施

工中であり、来年度以降は、大型バスの通行が困難とされている町要望箇所４箇所について、整

備に着手する予定と聞いております。以上、答弁とさせていただきます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） 続いて私の方からは、１番、防災減災対策についての３番から４番、

５番、この３点についてご答弁をさせていただきます。 

近年、異常気象による豪雨災害が全国的に多発しております。特に山間部におきましては土砂

災害による被害が発生しており、土砂の撤去作業、道路啓開などにおいて、災害規模や災害場所

にもよりますが、復旧までに時間を要する場合があります。ご指摘のように、小型重機、発電機、

チェーンソーなど専門性の高い資機材を所有している地域住民から、それら資機材を提供いただ

き活用することで、地元での緊急的な災害対応が可能であれば、道路啓開など現場復旧のスピー

ドも格段に向上し、地域の早期復旧に寄与することは言うまでもございません。それら地域での

初動活動は行政としても大変ありがたい対応であり、その仕組み作りを考えるのは非常に重要だ

と思っております。また、災害時には自分たちの地域は自分たちで守るという共助の観点からも、

日頃から自治会として整備している資機材の点検や操作方法の確認、また、地域のコミュニティ

の中で、地域でどの様な資機材が調達できるのか、あらかじめリストアップしておいたり、特殊

な資機材の場合には誰が操作をするのか、実際の災害現場での地域の特性に応じた対応方法など、

あらかじめ情報共有しておくのも必要だと感じております。地域住民の所有物をお借りするとい
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うことから、貸借について事前に取り決めておくことは必要ではないかと思います。ただ、協定

書を交わすという行為につきましてその判断は地域に委ねたいというふうに思っております。た

だ、資機材の貸借ですけれども地域内で完結しない場合も考えられます。この場合は例えば近隣

の自主防災組織との協定でありますとかそういうものが必要になってくる場合も想定されます。

町としては、地域内、そして近隣の自主防組織や関係団体との連携についてあらゆる機会を通じ

て推進し、機運を醸成したいというふうに考えております。 

続いて、避難所のペットの扱いについてご答弁をさせていただきます。国が２０１３年に作成

致しました「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」また、２０１６年、先ほどのガイ

ドラインを改定致しました人とペットの災害対策ガイドラインにおきましては、ペットの同行避

難を原則としております。また、避難所におけるペットの同伴避難に対応した飼育場所の設置も

求められております。同様に内子町地域防災計画においてもペットの同行避難に関して避難所運

営マニュアルに定めるよう努めることとしておりまして、内子町避難所運営マニュアルに基本的

な考えを記載をしております。その内容と致しましては、避難所では様々な価値観を持つ方が共

同で生活するため、ペットの飼育をめぐるトラブルの発生が予想されること。また、動物にアレ

ルギーを持つ方、動物が苦手な方や動物に不用意に手を出しかねない幼児などにも配慮する必要

もあるため、ペットの飼育場所は人の居住スペースと分ける必要があり、ペットの居住スペース

の同伴は原則禁止としております。ただ、盲導犬や介助犬は配慮の上、一部認められるケースも

あろうかと思います。その様なことからも、ペットについては敷地内に専用のスペースを可能な

限り設けるということで検討をしてまいりたいというふうに考えております。 

３点目の内子町防災タイムラインについてという質問でございます。今年発生しました西日本

豪雨を受け、愛媛県下でもタイムラインの策定について検討している自治体も多くあると聞いて

おります。タイムラインは、大規模な風水害を想定して、地域防災計画で定められている災害対

応を、「いつ」、「誰が」、「何をするのか」をあらかじめ時系列に記した防災行動計画でございます。

台風などの水害は、いつ起こるか分からない大震災と異なって、台風などが発生してから被害が

生じるまで時間があり、先を見越した対応により減災が可能でございます。また、早めの対応に

よる被害の最小化に資することが期待できます。内子町におきましても、まずは愛媛県の肱川水

系洪水浸水想定区域指定に伴う、浸水想定区域を中心とした、水防タイムラインを今年度中に策

定したいと考えております。策定にあたりましては、関係課と協議・連携しながら愛媛県と協同

で進めていく事になろうかと思います。私の方からの答弁は以上でございます。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(山本徹君)  林町並・地域振興課長。 

〔林愼一郎町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 私の方からは観光振興について、オーバーツーリズムと

内子町の観光振興についてのご質問にお答えさせていただきます。内子町の文化観光振興は、昭

和４０年代後半から始まり、一応の結実をみたのが、平成７年度でございました。年間内子座入

館者数７万７，２７５人、木蠟資料館上芳我邸入館者数７万９，０８８人、観光客も一挙に１０

万人ほど急増し、町並観光に約３０万人を迎えました。その時には、団体客を乗せたバスが国道

５６号線から駐車場まで数珠つなぎとなったとか、連休には町並みが観光客でごった返して通れ
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なかったという状況もございましたが、現在では、町並みに訪れる観光客は、年間約１２万人で、

団体客はその当時からすると６割程度減少し、町並みをゆっくりと楽しむ個人客が訪れ、混雑す

ることはございません。現在のところ地元車と観光客のトラブルも見られません。地元の方も観

光客に対して、一定のご理解を頂いているのではと考えています。今後は、このような観光客が

内子ならびに周辺地域に宿泊し、石畳地域や泉谷の棚田、小田地域の巨木などを周遊して頂くよ

う滞在型観光地形成を目指し、観光消費活動が活発になるよう観光振興に取り組みたいと考えて

おります。以上、答弁とさせていただきます。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 私からは、福祉行政、内子町の認知症サポーター等キャラバ

ン・メイトの現状についてお答えをさせていただきます。まず、キャラバン・メイトでございま

すが、キャラバン・メイトは現在２４人が登録されています。今年度、新たに１名が講習を受講

する予定となっています。キャラバン・メイトのうち１０名が町の保健師、栄養士でございます。

その他に、介護施設の介護支援専門員や理学療法士、訪問介護員の職員さんらにキャラバン・メ

イトとして活動をしていただいております。 

認知症サポーターの養成状況でございますけれども、認知症サポーターは周りの人々に対し認

知症に関する正しい知識を伝え、できる範囲で認知症の高齢者やその家族を手助けしていただく

というものございまして、内子町では平成１９年度から認知症キャラバン・メイトを講師に、認

知症サポーター養成講座を実施しておるところでございます。これまでに民生委員や、高齢者サ

ロンの世話人、食生活改善推進協議会、グループホームの職員、ＰＴＡ、商店会、郵便局、介護施

設職員、役場職員などを対象に養成講座を実施をしてまいりました。現在までに１８講座を開催

し、延べ受講者数が９４３人でございます。認知症サポーターとなられた方々には、認知症を正

しく理解し、自分のできる範囲で活動をしていただいております。友人や家族に認知症について

の知識を伝えたり、認知症になった人や家族の気持ちを理解するように努めていただき、それぞ

れのできる範囲内で見守り、声掛けなどの活動をしていただいておるところでございます。以上

でございます。 

○政策調整班長（畑野亮一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 畑野政策調整班長。 

〔畑野亮一政策調整班長登壇〕 

○政策調整班長（畑野亮一君） 私からはふるさと納税の現状と次年度の目標についてお答えい

たします。まず、現状でございますが、今年度につきましては、１１月末現在で、２８５件、７２

４万２，０００円の寄附額となっております。昨年度の同時期と比較しますと、６７件、１８７

万２，０００円ほど増額しております。ふるさと納税の使い道につきましては、現在、「美しい風

景や環境の整備」、「町長おまかせコース」、「『世界につながるまち・内子』を目指して！国際交流

の促進」の３つの中から選択できるようにしております。この選択肢は、必要に応じて増やすこ

とも可能です。今後も、納税者の思いが政策に反映されやすい環境を整えるため、政策会議等で

検討を行います。また、ふるさと納税の返礼品につきましては、人気の果樹等を中心に約７０種
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類から選択できるようになっております。次年度以降の目標でございますが、当面は２，０００

万円を目標にしております。そのためには、引き続き納税者が内子町を応援したくなるようなふ

るさと納税の使い道を検討していく必要があると思います。また、内子町の魅力を発信する大切

な機会ととらえ、内子町らしい返礼品を提供できるよう町内業者の皆様へ協力をお願いしていく

必要があると考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉学校教育課長。 

〔泉邦彦学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（泉邦彦君） 私の方からは、小・中学校でのがん教育についてのご答弁をさせ

ていただきます。まず、がん教育の定義でございますが、健康教育の一環として、がんについて

の正しい理解と、がん患者や家族などがんと向き合う人々に対する共感的な理解を深めることを

通して、自他の健康と命の大切さについて学び、共に生きる社会づくりに寄与する資質や能力の

育成を図る教育ということでございます。当町のがん教育の状況につきましては、町内すべての

小・中学校で実施を致しております。対象学年は小学校は５・６年生、中学校は３年生でござい

まして、体育・保健体育の教科書等を使用致しまして、保健の学習内容であります「生活習慣病

とその予防」、「喫煙と健康」などに関連して、がんの仕組みであったり、予防について「がん教

育」を実施を致しております。当町でも内子町教育大綱におきまして、健やかな体の育成という

ことで「がん教育」を推進しておりますので、今後もより一層推進をしていきたいと考えており

ます。また、文部科学省が実施を致しました、平成２９年度におけるがん教育の実施状況調査の

結果でございますけれども、愛媛県内の状況と致しまして、まず、小学校２７８校のうち９４校、

３３.８％が実施を致しております。中学校につきましては、１２６校のうち１０５校、８３.３％

が実施をしております。以上、答弁とさせていただきます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） まず、再質問させていただきますのは、河川の河床掘削の関係なんです

けど、どこら辺をという質問に対して場所を特定はされてなかったわけですけど、基本的には川

下からさらっていくというのが水の流れをスムーズに流すためには必要じゃないかと思いますけ

ど基本的な考え的には川下からという発想でよろしいでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 基本的には下流からやっていくのが原則でございますので、

そういうご理解でけっこうだと思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 続きまして、自主防災の資機材の貸借というところです。内子町の防災

計画の中にも必要に応じ自主防災組織、民間の協力等により資機材を確保し、包括的な救助活動

をおこなうということと、町は県や市町村、団体等と災害時の応援協定を締結していると、今後

は必要な協定を精査し、協定の締結、促進に努めるという、この必要な協定を精査しというとこ
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ろに当てはまると思うんじゃないかなと思うんですけど、ご見解はいかがでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 当町もいろいろな団体、それから近隣、広域、市町と連携協定を結ん

でおります。当然、それ以外にもいろんな協定を結ぶことで災害時における有効な対応手段であ

るということはもちろん間違いはないということでございまして、議員ご指摘の資機材の貸与と

貸借における協定についてもそれは有効であろうと思いますし、協定書を結ぶことによって地域

住民が改めて意識を再認識するということについては非常に有効的な取り組みであると思います。

町はそれに対して、支援をしてまいりたいと思いますし、当然先ほど、言いましたようにいろい

ろな関係団体との資機材の貸与というのもありますので、そういうようなところにつきましては

協定書の締結も必要だろうと思いますので、いずれにしましても町としては全面的に支援をして

いきたいというふうに思っております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 先ほど最初の答弁の時に、資機材の協定については自主防災におまかせ

しておるという答弁だったと思うんですけど、こちらはですね、基本的には町が指導しながら自

主防災組織ではなかなかそこが具体的に進まないと思うので、町の方が主導的な役割で住民との

自主防災組織との協定書のたたき台を作っていただくような形に進めてもらいたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。助かる命を助けるということで、非常に重要な取り組みにな

ってくるんじゃないかと思いますので、ご理解をお願いしたいと思っております。 

続きまして、観光客のトラブルということでございますけれども、年々観光客が減っているよ

うな状況であるんでしょうか。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(山本徹君)  林町並・地域振興課長。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） これはですね、南予の高速道路の無料化が中止されてか

ら、年々観光客が減少しておる状況ではございますけれども、インバウンド関係で外国人の観光

客が増えている関係で、徐々にではございますけれども、増加しているのが現状でございます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 先ほど申しましたように、オーバーツーリズム、なかなかそこまでの現

状が見受けられない観光客の入数じゃということではございますけれども、いずれにしてもです

ね、一般社団法人にして観光客を爆発的に増やしていこうという取り組みがこれからなされるん

であろうかと思います。内子町に対しましてどのくらいな観光客が適正な人数なのか。年間１３

０万っていうのは町長のお話の中ではいくども聞いてはおるんですけど、観光客の入数だいたい

適正人数みたいなところはどのくらいなところに照準をおかれているのか。あるようでしたら、

ちょっとお聞かせ願ったらと思います。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(山本徹君)  林町並・地域振興課長。 
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○町並・地域振興課長（林愼一郎君） この年間、今の現在のですね、観光客数、１３０万人の中

にはからりのですね、レジの通過者なども含まれております。先ほど申しましたように、単純に

ですね、町並だけの観光客数というのが今、年間１２万人ほどになっております。先ほどの一番

最初の答弁の時に申しましたように平成７年頃というのが内子座の第２期改修が終わった頃で、

一番町並の観光客として多かった頃だろうと考えられるんですけれども、その頃が３０万人で、

多少の交通混雑もあったようなことも考えますと、今の１２万人よりかは多い人数で、これから

内子が目指しております、滞在時間の長い観光客の増加というのを望んでおりますので、一概に

例えば２００万人とかそういった数字っていうのは一概には上げられないのかと思います。その

点ご理解いただいたらと思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 続きまして、認知症サポーターの関係です。認知症サポーター９４３名

と言われました。昨年同僚議員が聞いた時の答弁から１００人増えたという形になりますが、内

子町の目標人数はいくらくらいに設定されているのか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） サポーターの人数でございますけれども、多ければ多いほど

いいと。すべての方にご受講をいただきたいという気持ちではおります。目標人数は設定はして

おりません。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 多いほどいいということではございますけれども、今、職業とか団体と

か聞いてみますと、ある程度、保健福祉課の方からそのグループに要請をして、受けませんかと

いう形でサポーターになられとるようなイメージがあるんですけど、一般住民の方からサポータ

ーを受けたいがというような問い合わせみたいなのはあるんでしょうか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 一般町民の方からのそういったご依頼っていうのは現在ちょ

っと確認はしておりませんが、地域のサロンであるとかそういったところからの要請はございま

す。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） ふるさと納税なんですけど、先ほど言い忘れましたけれども、小山町は

面積は内子町の半分くらいなんですけど、人口と今年度の予算もほとんど同じ規模くらいな町な

んです。そこで、ふるさと納税がこれだけの差があるというのはなかなか返礼品の問題もあるん

でしょうけれども、この差は何だとお考えでしょうか。 

○政策調整班長（畑野亮一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 畑野政策調整班長。 
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○政策調整班長（畑野亮一君） 小山町の事例につきましては、私どもも承知しておりますが、

商品券とかあるいは工場がたくさん立地しているということで電化製品等が人気を呼んでいると

いうふうに認識しております。現在、国の方でも、小山町の方は４０％の返礼率ということにな

っておりますが、３割以下ということで通達も出ておりますし、今後法制化も見込まれるという

ことでございますので、内子町と致しましては、小山町とずいぶん現在差はあるわけではござい

ますが、国の通達の範囲内で最大限の努力をしていきたいというふうに考えております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 返礼品の方ですけれども、農産物がかなりの割合を占めとると内子町は

ですね、占めとるようでございますけど、小山町に関連がある企業の商品も返礼品に充てている

ということでございます。内子町でもゴルフ場があったり、スキー場があったり、そういう物で

なくて利用券とかですね、宿泊の利用券も内子町にはあるんですけれども、そういう外部の会社

と連携をして商品の開発をするというようなお考えは今のところないでしょうか。例えばゴルフ

場のゴルフ券とか小田スキー場のスキー券とかいかがでしょうか。 

○政策調整班長（畑野亮一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 畑野政策調整班長。 

○政策調整班長（畑野亮一君） 議員ご提案のとおり事務局としても同様のことを考えておりま

して、つい先般も企業回りをさせていただいたところでございます。今後もそのような返礼品の

充実に努めていきたいと思います。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 最後に学校の授業の関係でございますけれども、保健体育で教えられて

いるということは、学校の先生が教えられているということでよろしいでしょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 学校の教員が授業をおこなっているということでございます。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 今後外部の講師を招き入れて授業をおこなうという流れにはならないで

しょうか。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） その点についてはですね、がん教育の中身、そこら辺も今後検討

をしていく中で専門的な学習、そこら辺を踏まえて進めていく場合には、外部の講師ということ

も検討していきたいというふうに考えております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） 小学校の方が授業の率が低いと思うんですけど、まず、以前の議会の中
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で質問された先輩議員の質問に対して答弁が、配慮が必要な年代があるみたいなところの答弁が

あったと思うんですけど、それは低学年に対してはがんというのは、直接知らしめるということ

は発達の段階で厳しいことなのか、どういう認識をもたれているのか、お聞かせ願ったらと思い

ます。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉学校教育課長。 

○学校教育課長（泉邦彦君） がん教育の実施につきまして、小学校５・６年生を対象に実施を

しておるということで答弁させていただきましたけれども、その点についてはがんというものに

ついて理解をしてもらえる学年ということで５・６年生を対象に実施しておるところでございま

す。ただ、今後の先ほども答弁致しましたけれども、がん教育を進めていく中で教育の内容、中

身についてそれぞれ学年を考慮しながら、対応、推進、教育できるものについてはまた検討して

いきたいというふうに考えております。 

○３番（向井一富君） 議長。 

○議長（山本徹君） 向井一富議員。 

○３番（向井一富君） とにかく３つ子の魂ではないですけど、僕らはがんの教育というのは若

い頃からされてないので、本当先ほども言いましたようにがんというのは遠い世界の話だと思っ

ていたんですけど、現実問題として厳しい状況が身の回りにありますのでですね、しっかりと子

どもさんにそのことを伝えてですね、自覚してもらって家庭に帰ってもたぶんそのことは話され

ると思うので、先輩議員も申されておりましたが、健康診断に受診率につながってくる取り組み

だと思いますのでですね、しっかりとこのことをですね、将来の内子町を背負う子どもたちの未

来が託されておりますので、受け止めて取り入れていただきたいと思います。以上をもちまして、

私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（山本徹君） 午前中の一般質問はここまでとし、午後１時２０分から再開します。 

 

午後 ０時１５分 休憩 

 

午後 １時２０分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に大木雄議員の発言を許します。 

○８番（大木雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大木雄議員。 

〔大木雄議員登壇〕 

○８番（大木雄君） 今年を振り返ってみますと大雪の被害に始まり、７月の豪雨、８月の猛暑、

そして９月の台風の襲来により内子町内各地で甚大な被害が出ました。このような異常気象が日

常化しないことを祈るばかりです。しかし、先ほど町長の報告にもありましたように、バイオマ

ス発電事業の操業開始、また入江工研の論田地区への主要生産ラインの移転等、明日に踏み出す

ことが出来る１年であったのではないかと思います。 
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それでは、１２月の定例会にあたり通告書にもとづき質問を致します。まず福祉行政、透析治

療患者の支援についてですが、定期的に治療を受ける人工透析患者の精神的、経済的支援策とし

て通院費を助成していることは承知しています。透析患者は一度につき軽度の患者で３時間、通

常で４時間の治療時間が必要でこれを週２、３回程度行うとのことです。治療が終ると肉体的な

疲労が大きく、歩行困難な状態に陥ることが多く、マイカー運転で通院するのは特に高齢者は大

変であるとよく耳にするところです。今後単身、高齢者２人暮らし世帯や、認知症のある患者が

増加していくことが考えられます。遠距離通院を苦痛に感じ通院費助成はあるものの費用負担も

大きいと思う方も多いことではないかと思います。そこでさらなる支援として、自宅から医療機

関までの通院費無料の送迎サービス事業に取り組むことができないか伺う。 

続きまして、公共建設工事について伺います。まず、建設業法第１９条に、建設工事の請負契

約の当事者は、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印し相互に

交付しなければならないとして、その中のひとつに天災その他不可抗力による工期の変更、また

損害の負担及びその額の算定方法に関する定めが記載されています。その定めは工事請負契約書、

不可抗力による損害として、第２９条に明記されています。９月の台風２４号等の大雨により施

工中の工事において、該当事案があったのではと思うがその運用について伺う。 

 次に、９月、１０月の入札結果を見ると４件ほどの案件において入札者がいなくて、不調に終

っている。その要因はどのようなものであると考えているか、また今後の発注工事への影響をど

の様に考えているか伺う。 

次に、平成２９年の災害工事の発注も全ては終了していない中、今年の７月西日本豪雨災害、

９月の台風２４号で被災した、公共インフラ施設、農地、農道、林道等、国、県においても早期復

旧に全力を注ぐとの見解を示している。被災箇所の災害査定、設計も終わり、発注も本格的にな

ってくることだと思うが、地域懇談会等で早期復旧を願う声も多いのではと思う。その中で生活

道復旧は切実な問題であり、早急に取り組んでいただきたい。町内各企業、手持ち工事も多く、

受注をためらうことも考えられ、早期復旧の期待ができないのではないかと思うが、発注形態、

発注時期の見通しを伺う。 

最後に今年の度重なる豪雨等で町道、農道、林道等において小河川、沢等の横断排水施設ヒュ

ーム管等において呑み口が埋塞している箇所があり、機能を果たさなくなっているところが、数

多くある。二次災害防止を兼ねた対策と、災害認定に至らない所の対応を伺う。以上福祉行政１

点、建設工事５点について町長に質問します。 

○議長（山本徹君） 大木雄議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 私からは福祉行政、透析治療患者の支援の件についてお答え

を致します。現在、人工透析治療を受けておられる方は町内に５０人いらっしゃいます。うち内

子町人工透析患者通院交通費助成事業により助成を受けて医療機関へ通院されておられる方は３

９人です。通院先は、大洲市内の２つの医療機関に３５人。松山圏域の医療機関への通院は３医

療機関で４人でございます。内子町では重度の身体障がいをお持ちの方や、介護４・５と判定さ
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れた６５歳以上の方で、医療機関との間を送迎する際に、一般の交通機関を利用することが困難

で、車いすまたはストレッチャー等を利用しなければ乗降できない方を対象とした移送サービス

がございます。移送範囲は、内子町内並びに大洲市内で、利用料はそれぞれ無料でございます。

人工透析患者の方は、透析治療移行の際に障害者手帳の申請を行うこととなっており、そのほと

んどの場合、重度２級以上の判定を受けられることになります。一般の交通機関利用が困難であ

るなどの要件に該当する場合、透析治療の通院送迎としてもこのサービスを利用することが可能

でございます。同じく介護認定を受けて要介護４以上である場合も同じで、一般の交通機関を利

用できない場合は、透析治療のために移送をおこなうということが可能でございまして、現在ま

でにも移送サービスを透析治療のために使った実績はございます。町と致しましては、ご提案に

込められました透析患者の方やそのご家族の思いを重く受け止めさせていただいたらと思います。

そして、現行の移送サービスのさらなる周知、それからサービスが利用者の要望に沿ったものに

なっているか、使いやすい事業であるのか、そういった検証を行ってまいりたいと考えていると

ころでございます。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 私の方からは建設工事について、ご答弁させていただきま

す。まず、建設業法第１９条、工事請負契約書の第２９条関連のご質問でございますが、一般的

な工事請負の場合には、ご指摘のとおり、天災等で発注者と受注者いずれの責めにも帰すること

ができない場合は、工事請負契約書第２９条のとおり、その損害による費用の負担を同条に基づ

き、対応することとなっており、双方の協議の上、適正に対応したいと考えております。また、

災害復旧事業の場合は、災害査定を受け、未実施の工事、または実施中の工事が、後の災害原因、

台風等でございますが、によりまして、被災を受けた場合、工事中であれば、災害復旧事業を中

止した上で再調査行い、復旧手戻り工事・未施行工事・新たな被災分工事について、発生年度が

同じくする場合にはうち転属額、また、発生の年を異にする場合はうち未成額を算出致しまして、

再度、災害査定受けて工事を実施することになります。このことは、一般的な災害復旧の考え方

でございまして、被災規模や現場状況等を考慮しながら適切に対応したいと考えております。 

続きまして、入札不調の関係でございますが、ご指摘のとおり４件ほど入札が不調になってお

ります。内容的には建築工事が主でございまして、専門性の高い工事において不調の傾向となっ

ておりまして、技術者等の不足が要因ではないかと考えております。土木工事につきましては、

現在のところ不調は少ない状況でございますが、今後災害等の発注が増加することになり、入札

不調が起こる可能性も予想されます。発注者側と致しましては、そのようなことが起こらないよ

う、発注者側でできることにつきましては、検討の上実施したいと考えております。 

続きまして、台風の発注形態とか発注時期の見通しの関連でございますが、本年度発生した災

害につきましては、現在災害査定の最中でございまして、今年末までかかる予定でございます。

議員ご指摘のとおり被災された皆様からは早期復旧を望む声は多数ございます。町と致しまして

も、できるだけ早い時期に復旧できるよう、精一杯努力をしているところであります。町道等の

生活道につきましては早期の発注に向け、準備をしており、特に優先度の高い路線につきまして
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は、今年中に発注を予定しております。その後順次、年度内発注に向け準備を進めますが、何分

にも被災件数が多いこともありまして、４月以降の発注になるものも現実的には出てくるのでは

ないかと考えております。発注形態につきましては、できる限り町内の業者に受注していただき

たいということから、数件の工事をまとめて一件として発注するようなパッケージ方式の導入な

ど可能な限りの配慮を行っていきたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○８番（大木雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大木雄議員。 

○８番（大木雄君） 福祉課長の方から重度の介護が必要な方々の送迎サービスは今現在も行わ

れているということですが、これは周知等の方法はどのような形でされているのかお伺いします。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 周知につきましては、内子町地域包括支援センターが窓口に

なっております。介護などの相談に合わせて通院のサービスのご案内をさしあげているところで

ございます。 

○８番（大木雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大木雄議員。 

○８番（大木雄君） そうすると、個別に回覧等で周知をしているということではなくて、そう

いう制度があるということを認識されておる方のみがそこに相談にいくというような状態ではな

かろうかと思いますが、そういったことを知らずにおられる透析患者の方もおられるのであって、

そういう方にも周知をしていただいてそういうサービスがあるのであれば、その患者の方への送

迎をするような方向で検討をしていただいたらと思うのですがいかがですか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君）今後におきましても周知につきましては、徹底するように心が

けて参りたいと考えております。 

○８番（大木雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大木雄議員。 

○８番（大木雄君） 改めて送迎サービスを行わなくてもそういったことで透析患者等の要望に

応えられると解釈をしてよろしいんですね。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 重度の障がいをお持ちの方、それから介護４、５の方であれ

ば、その送迎のサービスをご提供できる、可能でございます。 

○８番（大木雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大木雄議員。 

○８番（大木雄君） そうすると重度の方はそういう制度が利用できるということですけど、自

分でマイカー運転をして通院をされる方についてはそういうサービスは受けられないということ

で、そういった方が大変苦労をしているということで、今回このような事案が浮き上がってきて
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おるわけなんですが、そういった方々の配慮は今後どのようにしていくお考えかお聞かせ願いた

いと思います。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 最初の総括質問のところでも触れられておりますけれども、

通院の公費助成、毎月５，０００円ですけれども、毎月５，０００円の通院費用の助成事業を中

心に行ってまいりたいと思っておりますし、その他、障害者手帳をお持ちの方は、ＪＲであると

かバスの運賃であるとかそういったあたりでのサービスもありますので、そういったサービスの

ご活用をいただいて、ご通院をいただければと考えております。 

○８番（大木雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大木雄議員。 

○８番（大木雄君） そういったことも考えられるのではないかと思いますけれども、やはり、

そういう透析患者の生活の現状、あるいは介護状況の実態を今後十分調査をして、前向きな方向

で考えていただきたいと思いますが、いかがですか。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 透析を受けられている患者さんはご高齢の方が多いようです。

調べてみますと、平均年齢は７０歳でございます。今後、今、提供させていただいている、輸送

サービスがそれぞれご希望される患者の方に十分提供できるかどうか。そのあたりはしっかり検

証して参りたいと思います。 

○８番（大木雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大木雄議員。 

○８番（大木雄君） それでは建設工事について伺います。最近、異常気象続きで今後頻繁に想

定外の気象が想定され、工事目的物の引き渡し前に損害を受けるということが考えられます。報

告をしてもですね、なんとかの形でみるから、とりあえずは手直しをしてほしいというような依

頼があるようですが、施工者側としては適正な清算ができるかどうか不安であると思います。工

事請負契約書不可抗力の損害第２９条に基づいてですね、しっかりと取り組んでいただいたらと

思うんですが、現在そういった申請報告等はなかったわけですか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 災害復旧事業で手戻り工事等があったという関連について

は、昨年度の災害復旧の中で２件ほどございました。１件につきましては、新たに災害査定を受

けてもう一度復旧をするということで先ほど説明したうち転属という扱いで査定を受けておりま

す。もう１件については、それほどの規模とかいろんな条件を考慮しながら対応していくという

方向で進めていきたいなと考えております。２件ございました。 

○８番（大木雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大木雄議員。 

○８番（大木雄君） なお今後そういうことが起きて業者側から報告があったら、小規模工事で
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あれなんであれ、適切に処理をしていっていただきたいと思います。 

続きまして、ランク分けがあるわけですけれども、その詳細と意義について伺います。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 業者のランク分けにつきましては、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４つの

ランクでございまして、工事請負額、設計額といいますか、そういうことで仕分けをしておりま

す。 

○８番（大木雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大木雄議員。 

○８番（大木雄君） このランク分けで入札参加、金額等の線引き等があると思うんですけど、

そうした場合にですね、今回不調に終わった案件についてはほとんど少額工事であったように思

うんですけれども、その少額工事で不調に終わったからといって、ランク外をして指名競争入札

という格好をおこなわれていると思うんですが、こういったことが続くと、少額工事、手ごろな

利益率のいい工事は応札をして、受注をし、施工していくと。ただ、利益率の悪い、条件の悪い

ところでは、入札参加をするといって閲覧をしたにも関わらず、辞退したりすることが蔓延しな

いかという懸念があるわけですが、いかがですか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 一般的な工事発注の場合はそういう設計額ということで、

ランク分けをしておりますが、今回の災害等につきましては、たしかに条件的にいろんな条件が

ございまして、そういうことも考えられる可能性はございますが、先ほど申しましたように全体

をパッケージで考えていくというふうな考え方もございますので、何件かを１カ所工事として扱

うということでなるべくそういうことのないような配慮はしたなというふうには考えております。 

○８番（大木雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大木雄議員。 

○８番（大木雄君） そうするとですね、町内建設土木業者において技術者等が不足しておりま

す。パッケージ化して件数を減らすということなんですけど、県工事との兼ね合いもありまして、

なかなか技術者兼務する工事等の件数が限られていますが、そういった点での緩和措置をして、

受注体制を整えていくというような恰好の手配はできるんでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） たしかに今回の災害で件数も多いということでございます

ので、先ほど申しました技術者不足で現場代理人とか主任技術者が不足するという可能性は十分

考えられます。その場合にパッケージ型で工事件数を減らすということも一つですし、技術者の

兼務についてもある程度は考慮していきたいなというふうには考えております。 

○８番（大木雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大木雄議員。 

○８番（大木雄君） 続きまして、町道農道等の横断排水溝等との埋塞箇所、こういったところ
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数カ所あると思いますが、そこら辺、二次災害が起きる可能性があるわけですが、そういったと

ころの対応はどのように考えておられるか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 町道とかいろんな道路の横断の水路の呑み口あたりが埋塞

されているということにつきましては、たしかに議員ご指摘のとおり再災害のおそれもあるとい

うことで早急に対応をしたいというふうに考えております。また、台風２４号で被災した部分も

ございますので、それらの工事につきましては、今議会で予算計上をお認めいただいたら早急に

復旧したいなというふうに考えております。 

○８番（大木雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大木雄議員。 

○８番（大木雄君） それとですね、災害認定できない町単でやりますよというふうなことで言

われている工事等、まだまだたくさん残っておると思うんですけど、いつになったらやってもら

えるんだろうというふうなことを言われる方もたくさんおられるわけですけど、そういったとこ

ろの対応をこういう災害が発生したので、遅れていくのはやむを得ないんですけど、きちんとし

た説明を果たしていく必要があると思うんですけど、そういったことの説明今後していかれる予

定があるかどうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 今回の７月豪雨は甚大な被害ということで、発生件数も多

くございまして、ご存知のように業者さんも少ないということから業者に指示をしてから、施工

するまでに時間がかかるということもございます。そのことにつきましては、地権者と関係者に

説明不足等もございますので、その点は地権者と受益者等に説明はしていきたいなとはいうふう

には考えております。 

○議長（山本徹君） 次に、関根律之議員の発言を許します。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（山本徹君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） ２番、関根律之です。 

〔関根律之議員登壇〕 

○２番（関根律之君） それでは通告に従いまして一般質問をします。 

まず、原発避難計画の検証です。本年１０月２７日に伊方原発３号機が約１年ぶりに再稼働し

ました。福島原発事故後の新聞世論調査で毎回６割以上の県民が再稼働に不安をもっているとい

う結果が出ており、９月末には県知事あてに届けた６万３，０００を超える伊方原発の廃炉を求

める県民署名、こうした住民の声に四国電力と県は真摯に応えることなく、今回もまた再稼働が

強行されました。中村知事は、最近の新聞インタビューでも「出力・安定供給、コストを兼ね備

えた代替エネルギーが見つかるまでは原発を動かすことはやむを得ない。」という趣旨の発言をし

ていますが、今年の猛暑を含め福島原発事故後、伊方原発が運転を停止していた間、一度も電力

の供給不足は起きていません。出力・安定供給の面では、太陽光・風力などの再生可能エネルギ
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ーの普及を待たずとも現在の火力発電で全く問題がありません。コスト面でも福島原発事故後の

賠償の例を見れば明らかなように、原発が優位にあるとは言えず、現にアメリカや中国でも原発

の新規建設は止まり、世界では風力などの再生可能エネルギーの発電所の建設が相次いでいます。

にもかかわらず、住民の多大な不安をよそに目先のコストを重視する電力会社と国の原発再稼働

路線を踏襲する県の姿勢は、住民感情を置き去りにしているといわざるを得ません。原発を運転

していれば、当然事故のリスクは高まります。しかし、伊方原発が運転を停止していても核廃棄

物は伊方原発敷地内にあり、よそへ持ち出す見込みは全く立たないことから、今後も半永久的に

厳重な管理が求められます。伊方原発より３０km から５０km 圏に多くの住民が暮らす内子町で

も、原子力災害への防災対策は極めて重要です。内子町では、伊方原発から３０km圏を含むこと

から重点市町とされ、地域防災計画（原子力災害編）及び住民避難計画が定められています。内

子町総合計画でも、安全・安心まちづくりプロジェクトとして、原発事故防災計画の作成は、成

果と課題などが定期的に見直されていますが、伊方原発が再稼働した今、改めて、原子力防災計

画について住民の立場から質問を致します。 

１番、地域防災計画で内子町が住民に避難等を指示する区域として想定される伊方原発から３

０km圏と、４０km圏、５０km圏のおおよその地域と人口は。 

２番目に、福島原発事故では、主に北西方向に放射性物質による汚染地帯が広がり、５０km圏

内に位置する飯館村では帰還困難区域を含み深刻な汚染被害を被りました。米国は福島原発事故

直後、８０km圏内を立ち入り禁止として米国人を退避させたことを鑑みても、内子町の住民の大

部分が居住する原発から５０km圏内は、急性被ばくを含めて安心できる距離ではありません。３

０年以内の発生確率が８割とも言われる南海トラフ大地震に対して、道路の寸断や電気、水道な

どのライフラインの途絶なども想定されます。福島原発のような過酷事故が万が一、伊方原発で

起きた場合、電気や水道、通信手段が途絶なども想定される複合災害に対して、現在の地域防災

計画及び住民避難計画で３０km 圏だけでなく、４０km 圏、５０km 圏を含む町民の被ばくを防護

することができますでしょうか。 

３番目に、町及び県は、原子力災害時における緊急事態応急対策に従事する職員の安全を確保

するための放射線防護資機材等について、その整備・維持管理に努めることとされています。例

として①防護服、マスク等の保護具類、②デジタル式警報線量計、蛍光ガラス線量計等の個人被

ばく測定器を内子町で利用するために、町及び県等が管理している数量と保管場所は。 

４番目に、原子力災害時における緊急事態応急対策の迅速かつ的確な実施を確保するため、定

期的に資機材等の操作訓練、操作講習会等を実施し、操作方法の習熟に努めるとされていますが、

これらは実施されていますでしょうか。 

５番目に、町は、職員をはじめ、住民等に対し災害予防、または災害応急措置等原子力防災に

関する知識の普及・啓発に努めるものとされています。①町職員に対する教育として原子力防災

に関する研修会等への参加や、原子力防災マニュアルの配布などは定期的に実施されていますで

しょうか。②教職員及び児童生徒に対する教育は。③住民に対する防災知識の普及のために実施

していることは。 

２番目に社会保障財源についてです。今年度からの国民健康保険の都道府県化に伴い、内子町

では国保税が下がりました。しかし、自営業者・農業者の他に７４歳までの高齢者、非正規雇用
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で働く労働者が加入する国民健康保険は、中小企業の労働者が加入する「協会けんぽ」と比べて

所得が低い人が加入するにもかかわらず、負担が大きいという構造的問題があります。国保加入

者の保険料は、同じ所得でも協会けんぽと比べ１．５倍から２倍にもなり、「所得は低いのに保険

料は一番高い」という不公平な実態です。こうした高すぎる保険料の国保の構造的な問題を解決

するには、公費を投入するしかありませんが、国庫負担率は引き下げられ続けて今に至っていま

す。全国知事会、全国市長会、全国町村会なども、国庫負担の増額を要望し続けています。全国

知事会は２０１４年には公費を１兆円投入して、「協会けんぽ」並みの負担率にすることを政府・

与党に求めています。にもかかわらず、依然、国保税の負担があまりにも大きいことから自治体

独自で一般会計から法定外の繰り入れを行い、独自の減額・免除制度を設けている自治体があり

ます。愛媛県内でも、松山市、宇和島市、砥部町など９市町で疾病や失業等による収入減少を対

象とした減免を行っています。健康保険は元々、「保険」であり社会保障であることから、病気や

ケガ、失業などで収入が減少した時に負担を軽くするような制度であるべきです。国保税は前年

の収入に応じて決まるため、自営業者・農業者や非正規雇用の労働者などが病気やケガ、失業な

どで収入が減少した時には、その年に残った保険税を払い続けなければならず、非常に負担感が

強いものになります。広報うちこ１０月号の災害時における税の減免等のお知らせの中で、国民

健康保険税の減免対象について「主な生計維持者の本年中の事業収入などが、著しく減少する見

込みがあるとき」と記載されています。しかし、これは国の制度であり、災害を受けた場合に限

られています。こうしたことから、国保税の減免を申請する人はほとんどおらず、内子町で平成

２９年度に減免申請をしたのは１件のみです。あらためて疾病や失業等による収入減少に対して

も国保税の減免対象とするようにできないでしょうか。２番目に、平成２６年４月に消費税が５％

から８％に上がった際、そのうちの地方消費税分についての増額分０．７％の２分の１は、社会

保障財源として交付税として市町村に回るとされています。消費税値上げ前の平成２５年度と、

値上げ後の平成２６年度以降で消費税値上げ分として町に交付された交付税は、どのように変化

しましたでしょうか。そして、その財源は町の社会保障費用のどの部分に充てられましたでしょ

うか。次に、安倍政権は来年２０１９年１０月から消費税を８％から１０％へと値上げを表明し

ています。消費税は８％に値上げされた後、家計消費が増税前の水準を上回ったことはありませ

ん。最近１年間の家計消費は、約２５万円も減りました。増税への激変緩和対策として、様々な

対策が報道でも取り上げられていますが、クレジットカードでの使用でポイント還元は中小商店

への負担が増えるばかりで、効果も疑問視されています。安倍政権は、社会保障のためと言って

８％への増税を強行しながら、社会保障をこの６年間で３．９兆円も削減してきました。さらに

財務省は、今後７５歳以上の医療費を原則２割負担にする、介護保険で要介護１・２を保険から

外すなど、社会保障の削減を提案しています。実際、社会保障の充実はまやかしで、２０年度予

算でも社会保障予算の伸びを抑制する方針です。消費税は貧しい家計ほど収入に占める負担割合

が高くなる逆進性があると言われています。日本経済新聞によると８％時でも、年収２００万円

以下で負担率は７．２％に対し、１，５００万円以上では１．６％に過ぎません。それが、１０％

になればその差は開き、ますます格差が広がることになります。内子町では平成２９年に給与収

入があった人のうち、年収１００万円以下が最も多く、約２９％、年収２００万円以下では約４

８％、年収３００万円以下では約６７％です。年金収入のある人では１００万円以下が約５７％、
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２００万円以下では９割を超えます。つまり、町民の大部分は低所得者と言えます。町長は平成

２９年９月議会において、社会保障予算を拡充することを求めた私の一般質問に対する答弁で、

社会保障財源は消費税をきちんと１０％にして、国がみるべきという趣旨の発言をしています。

低所得者を多く抱える内子町の町長として、来年１０月に予定されている消費税１０％への値上

げについて、町民への影響をどのように考えていますでしょうか。町長にお尋ねいたします。 

３番目に、入江工研新工場計画の環境安全対策です。６月議会の予算決算委員会において元々

宅地予定だった町有地を工場誘致のためのボーリング調査をすると説明があり、私は近隣住民の

方にその旨、内容をお知らせしました。住民にとっては、何が建つのだろう、もちろん町有地で

あるから町に決める権利はあるわけでしょうが、臭いや騒音、健康被害などを及ぼすような物は

建ってほしくないという気持ちを持っておられました。１０月全員協議会での説明で、この町有

地に入江工研の工場誘致が決まったと説明がありました。既に立川地区で操業している入江工研

ということで、住民での評判などもわかり確かにある程度安心感はあるとは思いますし、環境認

証を取るなど環境対策をしっかりやる企業というイメージも安心材料になります。そこで、近隣

住民が気にかけている新工場の環境対策・安全対策についてお尋ねします。論田の新工場に移さ

れる予定と報道があった、半導体装置向けの真空ゲートバルブの主力生産ラインを現在持つ埼玉

県の工場は、ＩＳＯ１４００１に加え、環境省が新たに策定した環境経営システム認証制度であ

るエコアクション２１も取得していますが、新設予定の論田工場でもこれらの認証は取得される

予定でしょうか。２番目に、新工場へのアプローチにあたる道路は子どもの通学路になっている

部分があるが、工事中も含めて交通量が増えることによる通学路の安全対策は。また、県道から

のう回路になるゴルフ場に沿った道は、近隣住民の散歩コースになっているが、安全対策は検討

されているでしょうか。例えば大型車の進入を抑制する方策などは検討できますでしょうか。３

番目に、環境対応や安全対策を含めた近隣住民への説明会はいつ頃を予定していますでしょうか。 

４番目に、小・中学校のエアコン設置予定の前倒しについてです。本議会の冒頭での町長あい

さつにありましたが、熱中症対策として小・中学校へのエアコン設置ための今年度補正予算が成

立しました。内子町でも計画前倒しのための補正予算審議を本議会で審議を行う予定と聞きまし

たので、簡潔にお答えいただければと思います。１、この補正予算措置により内子町では、来年

夏まですべてのエアコン設置完了が可能かの見通しを問います。２番目に、今回の予算措置は、

普通教室だけでなく音楽室などの特別教室も対象になるということですが、既に普通教室に設置

した学校を含めて特別教室へのエアコン設置予定について伺います。３番目に、小・中学校の保

健室及び特別支援学級教室のエアコン設置状況について伺います。４番目に、町内の幼稚園・保

育園のエアコン設置状況・予定について伺います。５番目に、猛暑時の体育の授業や部活だけで

なく、災害避難所としての使用も想定されている体育館にもエアコン設置を要望する声があるが、

体育館に設置した場合の予算規模はどの程度になりますでしょうか。例として、普通教室何個分

に相当するでしょうか。６番目としてエアコンを稼働することで上乗せされる電気代についても、

国の予算措置が検討されていると聞きますが、全ての普通教室にエアコンを設置した場合、エア

コンの設置がなかった場合と比べて、夏期の電気代はどの程度上昇すると想定されていますでし

ょうか。以上、総括質問を終わります。 

○議長（山本徹君） 関根律之議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 



平成３０年１２月第９９回内子町議会定例会 

- 37 - 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 関根議員にお答え致します。関根議員のご質問のうち、消費税の１０％

の値上げについて町民の皆さん方への影響をどういうふうに考えるのか。社会保障との絡みの中

でのご質問というふうに受け止めておりますのでお答えをしたいと思います。消費税の税率が１

０％に上がることにつきましては、私もこの議会でいろんなところで発言をさせていただいてお

りますけれども、今の社会保障の状態を見ておりますと、やっぱり国民の皆さん方の負担軽減と

いう意味からも思い切ってその社会保障に充てていくということは国の判断としては適切ではな

いかなというふうに思っております。ただ、国民の皆さん方が例えば軽減税率がなされるという

ことで実際の運用面においては、多少の戸惑いということも起こってくるのではないかなと。そ

の辺、しっかりと国の方としても調整をしていただきたいと、導入されるように環境の整備をし

ていただきたいなというふうに思っております。また、あわせてポイントの上乗せということも

考えられておるようでございますから、これについても様々な見解があるというふうに思ってお

ります。国民の皆さん方に分かりやすい説明が必要だろうというふうにも思っております。内子

町においては、地方消費税分が１．７％から２．２％、０．５％分増額になるということでござ

います。その分、収入が増えるものと考えておりますけれども、実際にどのくらいの額になるか

は、現時点では不明でございます。交付された社会保障財源分については、対象となる事業に充

当していく予定でございます。そういうふうな消費税で増える部分もありますけれども、ご承知

のように自動車取得税がなくなるということでございます。内子町でだいたい３，０００万くら

い入ってきているんですけれども、これがなくなるということでございますから、トータル的に

プラスになるのかマイナスになるのかですね、しっかりとはじいてみないと分からないわけでご

ざいますけれども、いずれにしても社会保障の充実のためにですね、我々としてはしっかりとあ

てていかなくちゃいけないなというふうに思っているところでございます。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長(山本徹君)  亀岡危機管理班長。 

〔亀岡秀俊危機管理班長登壇〕 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 私の方からは、関根議員ご質問のうち、原発避難計画の検証に

ついて、お答えいたします。一つ目、伊方原子力発電所からの距離・地域・人口についてでござ

います。それぞれの世帯数、人口また全人口に対する人口分布についてお答えいたします。まず、

ＵＰＺ圏、伊方原発から概ね３０㎞圏ですが、黒内坊地区の一部が該当しております。世帯数が

５４世帯。人口１２７人。人口分布で言いますと、０．７６％でございます。続きまして、３０ 

㎞から４０㎞圏でございますが、黒内坊地区から大瀬の乙成付近が該当致します。５，８４２世

帯。１万３，９１８人。人口分布は８３．０２％でございます。続きまして、４０㎞から５０㎞ 

圏ですけれども、こちらにつきましては、大瀬乙成地区付近から小田中川付近ということになり

ます。世帯数は１，１３９世帯。人口２，４１２人。人口分布は１４．３９％でございます。最後

これ５０㎞以降なんですけど、概ね町内全域につきましては５５㎞圏ということになっておりま

す。そちらの人口ですけれども、小田の中川付近から臼杵、上川ということになります。１６４
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世帯。３０８人。人口分布は１．８４％ということでございます。 

続きましてて２つ目、町内全域の住民の被ばく防護についてでございます。基本的に原子力発

電所の事故が起こった場合、町の対応だけで完結するものではございません。町の防災計画に定

めていますとおり、国、県、関係機関の連携によって事態の収拾にあたります。あらゆる災害を

想定して、年に一回愛媛県が中心となり訓練を実施しております。緊急対応を適切に実施できる

よう、内子町も参加しております。また、内子町においては計画が義務付けられております３０

㎞圏、ＵＰＺなんですけど、こちらの住民避難計画以外にも、福島原発事故の教訓から４０㎞、

５０㎞圏の全町を対象とした住民避難計画の暫定版を作成しております。避難計画の基本的な考

え方は、概ね３０㎞圏の計画を準用しております。また、避難先自治体につきましては町独自で

の選定はできておりませんが、愛媛県と県内２０市町で結んでおります「災害時における愛媛県

市町相互応援に関する協定」また「四国西南サミット災害時相互応援協定」など、広域自治体と

連携し協力いただきながら、住民の円滑な避難また防護措置を図りたいと考えております。安定

ヨウ素剤につきましても、町の方針として全町民分を保健センターはじめ、町内の小学校７校と

小田支所に分散配備しております。万が一の発災時には町民の生命、身体及び財産を被害から守

るため最善を尽くし、安全安心のまちづくりに努めたいと思います。 

続きまして、３つ目、放射線防護資機材についてでございます。放射線防護資機材の数量、ま

た配備先につきましては、愛媛県の地域防災計画の資料編に掲載されております。主な配備先と

致しまして、愛媛県庁、地方局、支局など県の行政機関はじめ警察、消防、病院、各自治体など、

多岐にわたっております。ご質問の簡易防護服ですと、愛媛県全体で、１万３，９３６着用意さ

れておりまして、そのうち内子町には１２０着ございます。その他ご質問のデジタル線量計など

放射線測定器は、愛媛県全体で２，８０１台、内子町には３４台ございます。なお、内子町にお

ける保管場所は、総務課事務所となっております。 

続きまして、４つ目、放射線防護資機材の操作訓練についてでございます。内子町はその一部

が３０㎞圏内であることから、重点市町と位置づけられております。原子力発電所事故が起こっ

た場合、愛媛県オフサイトセンターに参集する必要がございます。現在４名の職員が参集要員と

して任務にあたっております。また、愛媛県の要請でモニタリング要員も２名おりまして、この

合計６名の職員につきましては、年に２、３回研修をおこなっておりまして、資機材の操作訓練

を実施しております。この６名の登録つきましては定期的に変更しておりまして、職員の負担の

軽減に努めております。また、今申し上げました６名の参集要員以外につきましても、内閣府が

実施しております原子力防災基礎研修、原子力センターで実施しておりますモニタリング研修な

ど、主に総務課の職員にはなりますが、資機材の操作訓練などに参加している状況です。 

５つ目、原子力防災に関する知識の普及・啓発についてでございます。まず、町職員に対する

教育・研修ですけれども、先ほど申し上げました研修以外でも愛媛県が実施しております研修会、

八幡浜大洲圏域対策医療会議が実施しております研修会、伊方原発現地視察研修など可能な限り

関係職員は参加するようにしております。また、毎年開催されております愛媛県原子力防災訓練

も研修の場ととらえておりまして、今年度も参加しております。今年度につきましては、安定ヨ

ウ素材の配布訓練、緊急時モニタリング訓練、オフサイトセンターでの現地訓練、また避難退避

時の除染訓練などに参加したところです。訓練参加につきましては、県・市町で締結しておりま
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す、先ほど申し上げました、相互応援に関する協定の検証、また平時からの連携などの観点、ま

た職員の緊急対応能力の向上など積極的に参加する必要があると考えております。なお、防災関

連のマニュアルにつきましては、町の文書管理システムに登録しておりますので、必要に応じい

つでも最新情報を閲覧できるようにしております。 

次に教職員、児童生徒に対する教育ですが、愛媛県の原子力防災訓練日にあわせて、町内の小

学校または中学校において、原子力防災講習会を実施しております。また、児童クラブや放課後

子ども教室などで四国電力のエネルギー出前授業なども実施しております。また、各学校におき

ましては、学校防災マニュアルを策定し原子力災害への対応を明記し、適切な避難など共通認識

を図っているところでございます。最後に、住民に対する防災知識の普及でございますが、３０

㎞圏に位置する黒内坊地区においては、避難計画の説明・配布、またバス移動による広域避難訓

練、安定ヨウ素材の配布訓練など実施しております。また３０㎞圏外につきましても、自治会の

役員会、地域の防災訓練、サロン事業など要望に応じて研修会を実施したり、四国電力が施設見

学やエネルギー講座など実施し、広く啓発を図っているところでございます。訓練や研修会を通

して防災知識や、意識の向上につながっているものと考えます。今後とも参加可能な研修会など

あれば積極的に広報していきたいと考えております。私からの答弁は以上です。 

○税務課長（安川徹君） 議長。 

○議長（山本徹君） 安川税務課長。 

〔安川徹税務課長登壇〕 

○税務課長（安川徹君） 私の方から国民健康保険税の減免関係の質問にお答えします。年度の

途中における国民健康保険税の減免制度につきましては、内子町国民健康保険税条例に一つは「災

害等により生活が著しく困難になった方、またはこれに準ずる方」、二つ目に「その他特別な事由

がある方」と定めております。１０月の広報では７月の豪雨災害の被災者の方に向けての減免制

度のお知らせとして載せたもので、災害関連の減免制度の内容となっておりますが、災害を事由

とする減免だけを行っているわけではありません。条例の減免の事由に定めます「その他特別な

事由」とは、所得がまったくなくなり、生活が著しく困難となり、国保税の徴収猶予や、納期限

の延長等によっても、納税することが出来ない方を減免するものでございます。また、条例で定

めるもの以外に地方税法において、勤め先の倒産などにより職を失い、新たに国民健康保険に加

入された方については、減免の制度がございます。この制度より内子町で国保税を減免した件数

は、平成２９年度で２７件、平成３０年度おきましては、現在までに１３件を減免しております。

以上、答弁とさせていただきます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは続きまして、私の方から社会保障財源についての質問にお答

えをさせていただきます。平成２６年４月１日に消費税の税率が５％から８％にあがり、地方消

費税分も１％から１．７％に増えております。これにより、交付された地方消費税交付金と社会

保障財源分の交付額でございますけれども、順をおって述べさせていただきます。平成２６年度

におきましては、交付金１億７，６８２万６，０００円。そのうち社会保障財源分は３，２１５
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万９，０００円でございます。平成２７年度が全体で３億１，５８９万４，０００円。社会保障

財源分は１億３，８２４万２，０００円。平成２８年度が全体で２億７，９５７万６，０００円。

社会保障財源分が１億２，１６８万２，０００円。平成２９年度が全体で２億８，３３１万９，

０００円。社会保障財源分は１億２，２５８万６，０００円でございます。平成２６年度当初に

おいては、地方消費税の約１８％程度が社会保障財源分として交付をされております。そののち、

平成２７年度からは、地方消費税交付金の約４３％が社会保障財源分として交付されております。

これらの財源につきましては、国が示す基準のとおり、障害者福祉事業や児童福祉事業などの社

会福祉費、国民健康保険事業や後期高齢者医療事業などの社会保険、健康増進対策や医療予防対

策事業などの保健衛生事業にそれぞれ充当をしてございます。なお、平成３０年度に予定してお

ります予算額につきましては、当初予算書の２６ページに地方消費税交付金として一般財源分と

社会保障財源分を分けて計上をしておりますので、合わせてご参照いただいたらと思います。私

の方からは以上でございます。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（山本徹君） 入海産業振興課長。 

〔入海孝産業振興課長登壇〕 

○産業振興課長（入海孝君） それでは私の方から入江工研新工場計画の環境対策、それから安

全対策についてお答えをさせていただきます。まず、はじめに新設予定の論田工場における「Ｉ

ＳＯ１４００１」の取得予定について、お答えさせていただきます。今回、立地を予定されてい

ます入江工研株式会社は、事業所となる東京本社、大阪営業所、埼玉県テクニカルセンター並び

に四国事業所中山工場、内子工場と会社全体で環境保全を目的とします環境の国際規格「ＩＳＯ

１４００１」を取得されておるところでございます。ご質問の件を会社側に確認致しましたとこ

ろ、国際的な取引を行っている関係から内子論田工場も他の事業所と同様、追加申請を行い登録

する予定であるとの回答でございましたので、周辺地域の環境に配慮した事業の展開がされるも

のと思われます。 

次に、工事中も含めた安全対策でございます。立地を予定します土地は、町道論田袖藪線沿い

に位置を致します。ご指摘のように、敷地造成、それから工場建設に伴います工事車両や通勤車

両によりまして、交通量が増えることが予想されます。そのため、子どもの安全はもとより、通

行の安全を確保するため、必要がある個所については、その対策を講じてまいりたいと考えてお

ります。 

次に、ゴルフ場沿いに整備されております、町道護国論田線の安全対策でございますが、通常

における新工場への資材等の搬入搬出、それから通勤のためのアプローチにつきましては、先ほ

どの論田袖藪線を想定しておりますので、特に安全対策を講じる予定はございません。ただ工事

などによるう回路で利用することも当然想定されますので、会社側に、交通安全に努めていただ

くよう依頼したいというふうに考えております。また、例示されました大型車の進入抑制につき

ましては、新工場におけます経営に関することにも繋がりますので、抑制は困難だというふうに

思われます。こちらにつきましては、あわせて、安全を期するように依頼したいと思いますので、

ご理解賜りたいというふうに思います。 

最後に、近隣住民への説明会の開催時期でございますが、会社側に確認致しましたところ、来
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年７月頃には、造成工事に着手したいとの意向でございましたので、設計ができ次第、早期に、

説明会を実施するよう要請しておりますので、しばらくお待ちいただきたいというふうに思いま

す。また、予定地周辺の皆さまへの個別説明、また、先の「満穂地区地域づくり懇談会」でも環境

対策についてご質問がございましたので、会社側へは同内容を伝えまして、あわせて、騒音や排

水などの対策につきましても、説明会で説明をするよう、求めているところでございますので、

ご理解賜りたいといふうに思います。以上、答弁とさせていただきたいと思います。 

○学校教育課長（泉邦彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 泉学校教育課長。 

〔泉邦彦学校教育課長登壇〕 

○学校教育課長（泉邦彦君） 私の方からは、小・中学校のエアコン設置予定の前倒しについて

お答えをさせていただきます。まず、一点目、エアコンの設置完了時期についてでございますけ

れども、基本的には、年度内完成をめざして準備を進めているところでございますが、全国一斉

に事業に取り組まれることを考えれば、繰越事業も考慮をしておく必要があるのではないかと考

えております。仮に、そうなったといたしましても、来年夏までの完成をめざしているところで

ございます。続きまして、２番目、普通教室と特別教室のエアコン設置についてでございます。

現在のところ、国から普通教室・特別教室等の採択範囲は正式に示されておりませんが、各学校

の実情を考慮しながら、多目的教室等については設置をしていきたいと考えております。続いて

３つ目、保健室及び特別支援学級教室のエアコン設置状況についてでございます。小・中学校の

保健室及び特別支援学級教室のエアコン設置状況につきましては、まず保健室には町内小・中学

校１１校のうち１校が未設置でございます。また、特別支援学級教室につきましても未設置の教

室がございますので、全教室に設置する方向で進めていきたいと考えております。続きまして、

町内の幼稚園・保育園のエアコンの設置状況についてでございます。町内の幼稚園及び認可保育

園につきましては、すべての教室にエアコンを設置を致しております。続いて、体育館へのエア

コン設置についてでございます。体育館へのエアコン設置につきましては、必要性は認識してお

ります。しかし、教育委員会の優先順位と致しまして、まず普通教室等へのエアコン設置や避難

場所となっております自治会館等の改築だと考えておりますので、現在のところ、体育館への設

置費用については、積算までは致しておおりません。最後にエアコン設置後の電気代についてで

ございますが、まず電気代の国の予算措置については今のところなんの情報も入っておりません。

次にどれだけ電気代が必要になるのかにつきましては、非常に難しい状況でございます。なぜか

と言いますと、現在の各小・中学校の契約電力の規模等により基本料金が設定されております。

また、使用する日数、時間により使用量料金が決定してまいります。そういった点から正確には

出すことが困難でございます。そのような状況ではございますけれども、次年度の予算編成時期

を向かえておりますことから、概算の概算ではございますけれども、規模の大きな学校につきま

しては、約１３０万円、小規模校で約５０万円程度と見積もりをし、すべての学校にエアコンが、

来年夏頃に設置完了したと想定して、約７５０万円の上昇を見込んでおります。以上、答弁とさ

せていただきます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（山本徹君） 関根律之議員。 
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○２番（関根律之君） 小・中学校のエアコンについてはよく分かりました。 

 それとまず、入江工研の新工場の環境対策で、ＩＳＯ１４００１は他の工場でもすべて取得し

ているので取得する予定だというお答えだったんですが、主力生産ラインの埼玉県の工場が環境

省のエコアクション２１というのを取得しているらしいんですが、ちょっと詳しくは。 

○議長（山本徹君） 傍聴席の携帯電話やめてください。 

○２番（関根律之君） 主力生産ラインの埼玉工場が環境省のエコアクション２１というのを取

得しているらしいんですけど、このエコアクション２１を論田の工場でも取る予定があるのかど

うかというのがお答えになかったと思うのでお願いします。 

○産業振興課長（入海孝君） 議長。 

○議長（山本徹君） 入海産業振興課長。 

○産業振興課長（入海孝君） 規格については関根議員すでにご承知だろうと思います。ＩＳＯ

につきましては国際規格ということで、エコアクションにつきましては、なかなかＩＳＯの規格

取得が進まないというところで中小企業を対象とした事業所を対象として国際規格を少し基準を

弱めた規格ということになっております。それについては、先ほどご報告したように国際規格の

方を取得されておりますのであわせて、こちらの方をとられるんじゃないかなというふうに思わ

れます。最終的な確認、今のエコアクションについては事務所の方には確認してございません。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（山本徹君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 分かりました。地域づくり懇談会でも、質問が出たということでその質

問内容も入江工研さんの方にお伝えしてあるということで、今後の住民説明会の方はある程度計

画が進んで設計ができないと説明不足になってしまうということも分かりますので、その旨、近

隣住民の方には伝えたいと思いますが、住民にとっては情報がない中で、どうなるんだろうとい

う不安をもっておられる方もいらっしゃるので、引き続きですね、なるべく早く説明会の機会を

もっていただけるよう、努めていただければと思います。 

 次に、社会保障財源の国保税の減免に関してですけれども、減免もいわゆる災害と。 

○議長（山本徹君） 関根議員、１番の原発避難計画の検証についてはもういいんですか。順番

通りしてください。 

○２番（関根律之君） 順番通りする必要があるんですか。 

○議長（山本徹君） 順番通り。 

○２番（関根律之君） 分かりました。細かい原発防災計画の質問に対して非常に丁寧に答えて

いただきましてありがとうございます。何も知らない住民にとってはこれだけ対策をしていると

いうことは、非常に安心材料になると思います。ただですね、あまりも細かくてですね、すぐに

ぱっと「はい、安心ですね。」と全部が言えるかといったらなかなかそう簡単にすぐ答えられる人

もいないと思うんですけれども、ただ、やはり原発事故東日本大震災が起きてから７年が経過し

てあれだけの大きなレベル７の国際基準で最も深刻な事故が起きたという避難民もいまだに福島

県民だけでも５万人を超えているという状況がある中で、人々の記憶から原発事故の記憶が消え

て行って風化しつつあるのではないかというふうに思います。それでも原発も再稼働しましたし、

再稼働しなくても放射性廃棄物は残るわけですから、原発の防災対策というのは、やはり引き続
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き重要であることは間違いないわけで、職員の方の対策というのはかなりやられている研修もし

っかりやられているということは分かりましたけれども、教職員ですとか、住民への防災知識の

普及ということについては、ＵＰＺ以外のところは要望に応じてというお答えだったので、特に

これらの要望に応じてということですと、町民の方も忘れてしまって、なかなか原発があるとい

うことを忘れつつあるという方も多いのではないかと思うので、ぜひこのあたりの町職員以外の

学校関係も含めて住民対する防災知識をもう一度、町の広報などでも啓発していただきたいと思

うんですが、その点いかがでしょうか。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 議長。 

○議長(山本徹君)  亀岡危機管理班長。 

○危機管理班長（亀岡秀俊君） 議員おっしゃるとおり、啓発につきましては、今後ともですね、

機会をとらえて、実施していきたいという考えてございますので、ご理解いただけたらと思いま

す。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（山本徹君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 原発事故の防災対策、避難計画というのは、内子町総合計画でも定期的

に見直しをするというふうに書いてますし、それは大変重要なことですけど、やはりですね、一

旦、過酷事故が万が一、起きてしまえば、本当の意味で内子町の住民だけでなく、山や川の環境

も被ばくから完全に守るということは、不可能だと思います。ですからやはりリスクを少しでも

軽減するために原発の再稼働には、近隣自治体として反対を表明すべきと私は考えるところです

が、改めて原発を動かすことについて町長にご所見を伺います。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 原発の問題についてはですね、今まで何回かこの議会でも私の考え方を

申し上げてきたと思うんですけど、ある方がいいのか、ない方がいいのかという判断をすればそ

れはない方がいいに決まってます。その状況を見た時に。しかし、現状、電力の今の状況を考え

た時にやっぱりこれは動かさざるを得ないだろうというのが私の判断です。ですから安全は何よ

りも安全を突き詰めていかないといけない。３号機を稼働しても１、２号機を廃炉ということで

ございますから廃炉に向けても処理をどうしていくかということが課題になってくるんですね。

これから技術もまだまだ確立されてない部分があるでしょうし、そういう意味では稼働しようが、

稼働しまいが、あの安全を徹底的に追及していって地域の皆さんの安全を守り抜くということが

なによりも大事というのが私の考え方でございます。以上でございます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（山本徹君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 原子力災害については以上です。 

 次に国保税の減免についてですけれども、先ほど、税務課長から答弁がありました減免の条件

は条例等に定めてあって災害だけではない、災害等により、文言が複雑ですけれども、特別の事

由ということなんですけど、その事由の例として所得がまったくなくなり、税を払う能力がなく

なった場合ということをおっしゃられていたと思うんですけど、所得がまったくないというのは
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本当にこれは生活保護を利用するしかないっていう状況になると思うので、そういう全くないと

いうことだけで、減免条項を設けているというのは、これは町民への社会福祉の増進という観点

から、保険になってないというふうに思います。説明の質問の中でもいいましたけど、県内でも

松山市をはじめ９市町が疾病や失業、収入減少があった時に、そういう減免の条項を設けている

わけです。松山市では、件数としては３７９件ということを聞いてますけど、３７９件というの

を松山市との人口規模の比較をすれば、内子町だと年に１０数件くらいになるのではないかなと

見込まれるんですけど、そうするとですね、１世帯あたりの平均保険税の金額は１３万円ほどで

すので、１５件とすれば年間で２００万円ということになるんですけれども、町長はこれまでの

答弁でも社会保障の拡充は、一度おこなったら恒久的に続けていかなければならないだろうとい

うこともおっしゃっていますけれども、年間２００万円という程度であれば、これは町単独の財

源でも十分検討の余地はあるのではないかというふうに考えるんですけれども、その点いかがで

しょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） 先ほど、税務課長のご答弁の中で、平成３０年度においては現在までに

１３件を減免しているというご答弁をさせていただいたと思うんですけれども、やっているんで

すね。ということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（山本徹君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） その１３件というのはおそらく非自発的失業者、今まで協会けんぽなど

に加入していた方が国保に移る際に減免されたというそういう制度があるのは承知しております

けれども、その減免のことではないでしょうか。 

○税務課長（安川徹君） 議長。 

○議長（山本徹君） 安川税務課長。 

○税務課長（安川徹君） 議員おっしゃられるとおり、非自発的失業に関する件数でございます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（山本徹君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） その制度は、基本的に国の制度ですので、どこの自治体にもあるわけで、

私が申し上げている収入減少、病気やけがなど農業者の方とか、自営業者の方がそういった事態

に陥った時にこれは今年度は収入の増加が前年並みに見込めないというふうになった時の保険と

して、減免の制度というのを自治体独自で愛媛県内でも設けているところが９市町あるというふ

うに申し上げたんですけど、それを松山市の件数で考えれば内子町の人口規模で言えば、２００

万円程度ではないかなと簡単に計算しただけですけど、実際に松山市で実際にどのくらい減免で

支払われているかというとこまでは調べてないですけど、そういうことを含めてですね、検討を

お願いできないでしょうか。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

○町長（稲本隆壽君） この件につきましては、国保審議会等々でもですね、議論をしているわ
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けですね。ご案内のように、被保険者の約６割が減免の対象者です。内子町の場合は。ですから、

保険制度としては、制度としては成り立っていかないんです。これ常識的にはですね。ですから、

今度、県が事業主体になって国の税金を入れて国保税を下がるようになったんですね。幸いにし

て内子町下がるようになったいうようなことでございますから、国の中でやっぱりある程度２０

０万、３００万という金額よりもですね、国の中で制度をきちんとしてもらうというのがもっと

もっと大切だ、充実させてほしいというふうに私は思ってます。個々の問題につきましては担当

の方でも整理してくれるというふうに思いますけれども、これは制度としてきちんと国の方でや

るべきだろうというふうに思っておるところでございます。 

○２番（関根律之君） 議長。 

○議長（山本徹君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 町長おっしゃるように、国保は国の制度ですから、国の方で制度設計を

しっかりとやるべきなんです。それは間違いないことです。質問の中でも言いましたように、国

保は低所得者が多い。そういう人が入るのが国保だという構造的なそういう問題がある中で財政

的に厳しくなるのは、当たり前の話なんですね。だから国庫負担というのがあるわけで、協会け

んぽは事業者負担というのがあるから、財政が国保とは全然違うわけで所得が高い人が入ってい

るのが協会けんぽなわけですけど、ですから自治体住民の命と健康を預かる自治体が国がそうい

う制度設計をしないからやむを得ず法定外繰入をして、例えば保険税そのものを下げるというこ

とまでは難しいかもしれないけれども、本当にけがをした倒産などで働けなくなった、そういう

時の保険として、せめて減額免除をする規定はどの自治体でも設けられるのではないかというこ

とでやっているわけです。ですから何度もいいますけれども、そういったことをすべて勘案して

ですね、他の松山市がやっている市町とも連携をとってですね、ぜひとも前向きに検討していた

だきたいと思います。以上で、再質問を終わります。 

○議長（山本徹君） ここで暫時休憩します。午後３時より再開します。 

 

午後 ２時４７分 休憩 

 

午後 ３時００分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 次に、大西啓介議員の発言を許します。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大西啓介議員。 

〔大西啓介議員登壇〕 

○１番（大西啓介君） 議席番号 1 番 大西啓介です。質問通告書の内容について、会議規則及

び申し合わせ事項に従い、一般質問を行います。 

 さて近年、日本では少子高齢化が進み、大きな社会問題となっていることは周知の事実です。

とりわけ少子化については人口減少に直結し、未来を担う世代が減っているということはその国

力、地域力の減少、またその世代自体の社会負担も大きくなってしまうという負のスパイラルに
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つながってしまいますし、実際にそうなっている社会となっています。そんな中、内子町におけ

る出生者数、生まれてくる子どもの数ですが、近年は増加しており、今年度は大幅に増加しそう

だという話を伺いました。大変すばらしいことだと思います。 

まず最初の質問は、ではなぜ生まれる子どもが増えたのか、その要因についてどう分析されて

いるのか、近年の町内出生者数の状況も併せて、お答え願います。また、若い夫婦が「内子で生

活しよう」「内子で子どもを産もう・育てよう」と思い立った理由を知るためのアンケート調査等

は実施しているでしょうか。されているのであればその結果を、されていないのであれば今後実

施されるかどうか、お伺い致します。そういったアンケートと併せて、子どもが多く生まれてい

る地域、親世代が働いている産業分野、職種などを細かく調査・分析することで、今後さらに出

生者数を増やしていくための有効な施策を打ち出しやすくなるのではないかと考えます。現時点

で具体的な取り組みや、活用できそうなデータがあれば教えてください。 

続いて、観光協会に関する質問です。内子町観光協会は、来年度からの「一般社団法人化」に

向けて、様々な事業や組織体制の計画づくりに現在取り組んでいます。しかし、行政の支援なく

しては成り立つものではなく、全国で成功している事例をみても、民間と行政がそれぞれの役割

を果たしながら、観光が産業として地域経済の一翼を担うための仕組みを作り出しています。例

えば先日議会の産業建設厚生常任委員会で研修に伺った川越市では、一等地にある市有地を駐車

場として整備し、観光協会にその運営を委託するなどで協会の運営財源を確保しています。それ

に対し協会は、観光案内所の運営やガイドの手配・育成、ガイドさんはほぼ全員が英語対応がで

きる状況でした。パンフレット等の制作、オリジナル商品の開発販売、イベントの企画・実施な

どを担い、観光客目線・民間目線で様々な事業に取り組んでおられます。ちなみに川越市の観光

入込客数は年間７００万人、観光協会の事業費総額は１億円を超えるそうです。東京から１時間

の超メジャー観光地の「川越」ですが、東京に近いからこそ宿泊観光客が少なく、立ち寄り観光

地の域を脱するのが難しいと職員の方がおっしゃっており、規模は違えども内子の観光状況と通

じるものがあると感じました。さて、町長からの要請でもあり、行政から独立させるための第一

歩として、「観光協会の一般社団法人化」となりますが、現状の観光協会は会費が収入の柱であり、

協会の財布の中身は分かったものです。町３町合併前のお祭りを実施する組織だった頃の名残で、

観光に関わる業者以外の会員も多く、一般社団法人化することでそういった方々が協会を離れ、

会費収入の減少も危惧されております。行政から独立させるということは、ある程度自前で事業

費や人件費を賄っていくことが必要だと思いますけれども、現時点で大きな利益を生んでいる事

業があるわけではありません。そこでお尋ねします。例えば前述の川越市のように、駐車場運営

や既存事業など、内子町において、観光協会の財源確保のために委託できる事業などはあるでし

ょうか。町長が「独立せよ。」と号令をかけたのは、「民間の発想で内子の観光を発展させてほし

い。」という意味もあったかと思います。また、今年の７月、商工会理事役員と我々産業建設厚生

常任委員会とで意見交換会を開催致しました。その際にある理事さんから、小田の理事さんから

ですが、「小田でも商売はジリ貧だ。内子の観光はまだまだ可能性があると感じている。中心部の

魅力をもっと高めて周辺に波及効果が出るようになってほしい。行政も観光振興にもっと力を入

れるべきだ。」という意見をいただきました。内子町の一番の伸びしろは、観光関連分野だと町民

は期待しております。現在、コンサルタントに指導を受けながら、新たな事業についても模索し
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ている最中ですが、協会理事役員はそれぞれ本業を持った事業者です。時間的な制限もあり、協

会が「稼ぐ力」を身に着けるにはまだまだ時間がかかるだろうと皆さん不安も抱いています。そ

の理想像を描き、バランスよく観光協会が自立できる形が整うまで、そして観光が産業として成

り立つまで、行政として「一般社団法人内子町観光協会」を支援し続けていくお考えはおありで

しょうか。お伺いいたします。以上、一括質問と致します。 

○議長（山本徹君） 大西啓介議員の質問に対して、理事者の答弁を求めます。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 議長。 

○議長（山本徹君） 曽根岡保健福祉課長。 

〔曽根岡伸也保健福祉課長登壇〕 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 私の方からは少子化対策についてお答えを致します。出生者

数の増加の要因でございます。出生者数につきましては、平成２７年度までは減少傾向にござい

ましたが、平成２８年度には８４人、平成２９年度には８８人、そして平成３０年度の上半期９

月末時点で５７人。今年度末までに出生予定の妊婦さんが４４人、１０月段階でいらっしゃいま

す。合計しますと１０１人でございます。今年度につきましては、まだ転入転出がございますの

で、変動はあろうかとは思いますが、増加傾向にあることは間違いないと考えております。その

要因についての分析でございますが、分析自体は行ってはおりませんが、内子町総合計画に基づ

き、これまでに実施してきた安心安全なまちづくり、農業や商工業の振興、学校教育の充実や保

健医療対策、そして子育て支援施策の充実によって少しずつではありますけれども成果を上げて

いるのではないかと考えているところでございます。 

次に、アンケート調査の件でございますが、若い夫婦対象のアンケート調査につきましては、

保健センターが実施する乳幼児健診時の問診項目に、「この地域で今後も子育てをしたいか。」と

いう質問を設けておりまして、それによりますと、１歳６か月児健診では全ての母親が、「そう思

う。」と回答を寄せていただいております。ご質問の内子町で子を産み育てたいと考えた理由を知

るためのアンケート調査は実施しておりません。 

次に具体的な取り組みやデータはないかとのご質問でございますが、出生数を地域別で見ます

と、五十崎地区でこの３年間出生が増加をしています。内子町の出生数の増のほとんどが五十崎

地区の増によるものでございます。内子、内子東、小田地区については、出生数が横ばいまたは

若干減少というような傾向をたどっております。平成２７年度に策定した「子ども・子育て支援

事業計画」の基礎資料とするために、平成２６年度には家庭の状況について調査を行っておりま

す。これは子育て支援の環境や保育ニーズを明らかにすることを目的としておりまして、職種や

産業などについてではなく、就労の状況、保育や子育て支援のニーズを調査したものです。この

調査では母親の就労形態のうちフルタイムでの就労が、未就学児のいる家庭では２９．９％、小

学生児童の家庭では３７．７％と、子どもの成長に合わせ上昇していることが明らかになりまし

た。子どもの出生時に働いていなかった母親は４７．８％。育児休業後職場復帰した方が２１％

いらっしゃいます。町全体での人口減少は以前続いておりますけれども、人口動態のうち転入転

出の状況を見ますと、１５歳から２９歳までの年代で転出が転入を大きく上回っていますが、３

０歳から３９歳までの子育て世代では、転入が転出を上回っており、合併後この１２年間を見ま

すと、その年の出生数を現在の年齢人口が上回っているという状態でございます。保育事業につ
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きましては、保護者の就労形態や女性の社会進出、子育て世代の転入等により、今後においても

保育事業の維持、並びに充実が必要であると見込んでおりまして、その対策の一環として、ご存

知のように平成２９年度には、大瀬保育園の改修を終えたところでございます。今後におきまし

ても引き続き、総合計画に掲げた方針、方策を軸に、総合的な事業展開の中で子育て対策に取り

組んで参りたいと考えております。 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 議長。 

○議長(山本徹君)  林町並・地域振興課長。 

〔林愼一郎町並・地域振興課長登壇〕 

○町並・地域振興課長（林愼一郎君） 私の方からは観光協会についてのご質問の答弁をさせて

いただきます。行政の中における観光協会の位置付けと致しましては、第２期内子町総合計画重

点施策のプロジェクト１０の「７.着地型観光プロジェクト」で観光協会の組織強化を特化し、ま

た、同計画「町並・地域振興課の仕事」として、平成３０年度に内子町観光協会の自立に向けた

組織青写真を完成させ、平成３１年度に自立することを支援する、と明記しております。これに

応え、内子町観光協会でも組織運営の研究協議をされ、法人化を具体的に取り組むことになりま

した。全国公募による優れた事務局長を迎え、新しい組織体制で更なる発展をする、との報告を

受けております。組織基盤となる事業拡充はもとより、自立運営のための財源確保のためには、

総合計画にある支援の具体的な柱として、内子町施設管理運営など何らかの委託業務も今後検討

していく必要があると考えております。協会の独自事業も構築し収益をあげながら、会員の質的

向上によって観光客の消費活動が活発となり、安定した産業が創出され観光地形成に寄与しても

らうため、支援してまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） 五十崎地区において生まれてくる子どもが増えている、というデータが

ありました。実際に、私も若い夫婦に話を伺ったところ、「五十崎地区は住みやすいということ、

賃料が安い、家を建てるのにも土地が安い、買い物がしやすいということ、コンビニもあってス

ーパーも車ですぐと、学校が近い、職場も近いなどバランスが良いのが五十崎地区である。」とい

うことでした。また、「子どもが生まれたら家を建てたい。」と考える夫婦は多いようで、そうな

るとますます、小田や内子地区よりも五十崎地区を選ぶ夫婦は、以上の理由により増えていくと

思われます。そこで例えば、土地住宅の購入に対する支援をもっと手厚くすれば、若い世代も、

子どもの数も、移住者も含めてもっともっと町民の数が増えてくるかもしれません。役場の立場

と致しましては、五十崎地区だけでなく町内どこでもそうあってほしいと、局地的な支援は難し

いと考えられるかもしれませんが、選ばれる条件を持った場所、五十崎地区にさらに力を注げば、

話題になって人が人を呼び、その効果は増幅するのではないでしょうか。例えば五十崎地区にお

いて、戸建て住宅や集合住宅の新築に対する支援や、新興住宅地として開発造成する際の補助や

減税措置などは考えられないものでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） 今現在、町の方で実施しております移住施策の一環としてうちこんか
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いプロジェクト等において取り組んでおります、分譲住宅を取得をした際の上限を定めた補助で

ありますとか、町内産材を使っていただいた際には補助金を出させていただいている状況でござ

います。前の議会でも久保議員さんの方からご質問を受けたことがございますがそういう一戸建

ての住宅を建てた場合の助成ができないかというご質問を受けたところでございます。ただ、一

度補助を定めますとそれが恒久的な助成制度になってしまうということも十分考えないといけな

い部分もございますので、どのあたりでどういうふうな制度を作っていくかというのはこれから

慎重に考えていかないといけないということになります。ただ、全国的な状況を見ますと、そう

いった一戸建てを建てる際の助成をしている自治体もございますので、そういった例とかですね、

あと効果あたりも十分、検証しながら引き続き検討課題にさせていただいたらというふうに思っ

ております。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） ありがとうございました。五十崎地区の町営住宅の老朽化に伴う修繕や

建て替えなどの話も出ていますので、ひょっとしたらそういう事業よりも先ほど申しましたこと

の方が若い世代を呼び込めるのではないかと思いまして、提案させていただきました。また、新

規住宅地開発等が進めば固定資産税や、新たな住民の住民税も増えるわけですのでそういう意味

でもいろんな事業を取り組んでいただきたいと考えます。 

 さて、生まれてくる子どもの数は内子町若干増えておりますが、人口減少に歯止めがかかるほ

どではありません。日本全体において出生者数が減少している大きな理由の一つは結婚しない若

者の割合が増えていることだそうです。ある研究によれば、夫婦の子どもの数を増やすことを目

的とした少子化対策よりも結婚する人が増えるような対策を行うことの方が９倍の効果があると

いう分析がされていたりします。結婚なんかしたくないという方もいらっしゃいますけれども、

結婚したいけれども出会いがないという話もよく聞いております。そんな中、今年度、婚活支援

補助金が内子町でも制定されました。早速、１０月には商工会青年部が実施した婚活イベントが

あり、私もお手伝いさせていただきましたけれども、８組のカップルが誕生しております。その

うち何組が結婚するかは分かりませんけれども、とにもかくにも出会いの場を提供することがま

ず第一に必要なことだと思います。現在は、補助金という形ですので、誰かが婚活をやりますと

手を挙げなければ町は支援できません。いっそのこと事業委託するなり、予算を増やすなりどん

どん婚活イベントを開催するべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（山本徹君） 大西啓介議員に申し上げます。ただいまの発言は質問通告外にあたってい

ますので注意します。 

○１番（大西啓介君） 失礼いたしました。では取り下げます。 

○１番（大西啓介君） 議長。 

○議長（山本徹君） 大西啓介議員。 

○１番（大西啓介君） 失礼いたしました。少子化にかかわることということでご容赦いただけ

ればと思います。 

 続きまして、観光協会についてです。ご支援いただくというご答弁でしたのでそれ以上はいう

ことはないんですけど、実際にどれくらいの時間がかかるか、どれくらいの費用がかかりそうか
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というのは我々本当に私も含めまして観光協会員としても心配で不安を感じています。観光とい

うのはどこかの観光の有名な市の市長さんが言われていましたけれども、観光というのは六次産

業であり、まちづくりの集大成であるということを言われておりました。私もまったくのそのと

おりだと考えます。その観光が産業になり内子町にもっともっと事業者が増え、雇用が増えてい

く産業になるために末長い支援をお願いしたいと思います。以上をもちまして私の質問を終わり

ます。ありがとうございます。 

○議長（山本徹君） 以上で一般質問を終わります。本日の議事日程はすべて終了致しました。 

明日６日は、午前１０時から本会議を開きます。日程は全議案に対する審議であります。本日は

これをもって散会いたします。 

午後３時３８分 散会 

 

 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 

 



平成３０年１２月第９９回内子町議会定例会 

- 51 - 

平成３０年１２月第９９回内子町議会定例会会議録（第２日） 
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○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１５名） 
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  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  小野植 正 久 君 
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小 田 支 所 長  大 森 豊 茂 君     環境政策室長  中 嶋 優 治 君 

政策調整班長  畑 野 亮 一 君     上 下 水 道 対 策 班 長  上 石 富 一 君 

危機管理班長  亀 岡 秀 俊 君      

教 育 長  井 上 淳 一 君     学校教育課長  泉   邦 彦 君 

自 治 ・ 学 習 課 長  亀 沖 明 義 君 

代表監査委員  赤 穂 英 一 君     農 業 委 員 会 会 長  堀 本 健 二 君

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  林   純 司 君     書 記  松 岡 裕 樹 君 

 

○議事日程（第１２号） 

平成３０年１２月６日（木）午前１０時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 



平成３０年１２月第９９回内子町議会定例会 

‐ 52 ‐ 

日程第 ３ 報告第１２号 専決処分の報告について（第 24号 立川自治会館耐震補強改修建

築主体工事に係る工事変更請負） 

日程第 ４ 議案第６１号 内子町飲料水供給等施設条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第６２号 内子町移住体験施設（石畳移住体験施設）の指定管理者の指定につ

いて 

日程第 ６ 議案第６３号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 

 

○本日会議に付した事件 

日程第１から日程第６まで 

 

午前１０時００分 開会 

○議長（山本徹君） それでは、ただ今から、本日の会議を開きます。 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（山本徹君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議

規則第１１９条の規定により、議長において、３番、向井 一富議員。４番、久保 美博議員を

指名します。 

 

日程第 ２ 議事日程通告 

○議長（山本徹君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。本日の「議事日程」は、お手元に配

布しております、議事日程第９号のとおりであります。これから議事日程にしたがって、提出議

案の審議に入ります。 

 

  日程第 ３ 報告第１２号 専決処分の報告について（第 24 号 立川自治会館耐震補強改

修建築主体工事に係る工事変更請負） 

○議長（山本徹君） 「日程第３ 報告第１２号 専決処分の報告について（第 24号 立川自治

会館耐震補強改修建築主体工事に係る工事変更請負）」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第１２号につきましては、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分した、議会の議決に付すべき契約の工事変更請負について報告するものでございます。 

 その内容につきましては、自治・学習課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご承

認賜りますようお願い致します。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 議長。 

○議長（山本徹君） 亀沖自治・学習課長。 

〔亀沖明義自治・学習課長登壇〕 
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○自治・学習課長（亀沖明義君） 報告第１２号、専決処分の報告につきまして、ご説明申し上

げます。議案書１の３ページをお開き願います。専決第８号、議会の議決に付すべき契約につい

て、ご報告を申し上げます。次の４ページをお開き願います。専決第８号、議会の議決に付すべ

き契約でございます。契約の目的は、第２４号、立川自治会館耐震補強改修建築主体工事に係る

工事変更請負でございます。契約金額でございますが、元契約額が６，２４２万４，０００円で

ございましたが、今回、２３２万円を増額いたしまして、請負額が６，４７４万４，０００円と

なるものでございます。契約の相手方につきましては、記載のとおり変更はございません。提案

理由につきましては、追加工事による設計変更に伴う工事請負額について変更するものでござい

ます。続きまして、設計内容に変更につきまして、ご説明申し上げます。資料４の１ページをご

覧ください。左上の立面図をご覧ください。当初、設計図を元に地中梁の補強を計画しておりま

したが、現地を掘削し再調査したところ、地中梁の高さが設計図と異なり、深く施工をされてご

ざいました。既存と同等の断面を有する構造体を増設する必要があることから構造図①の赤線で

示したように地中梁に対する補強アンカー筋の付いた並びに、増設する地中梁のあばら筋、躯体

コンクリートの追加工事を行なっております。右上の平面図をご覧ください。３階大集会室の鉄

骨部材は、アスベスト吹付材に覆われており、吹付材を除去した後に調査することとしておりま

した。調査の結果、構造図②の部分におきまして既存鉄骨梁のアンカーボルトに緩み止めの処置

が行われていなかったことからボルトとナットを溶接する工事及びコンクリート躯体と鉄骨梁を

密着させるためのエポキシ樹脂を注入する工事を追加しております。下側の平面図をご覧くださ

い。1 階の各出入り口に河川増水時の防水対策について再度検討を行ない、短時間での設置が可

能で、比較的安価な止水板を追加工事しております。また、収納棚につきましては、老朽化の進

行が不明でありましたが、工事に先立ち食器類の搬出等を行いましたところ、老朽化の進行して

いることが判明いたしましたので、継続使用に支障をきたすことから、収納棚を追加工事いたし

ました。以上、説明させていただきました内容に伴い、増額変更となったものでございます。な

お、工期の変更につきましてはございません。以上、専決処分の報告とさせていただきます。よ

ろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） 只今の報告に対する質疑があれば許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本件は報告事項であります。したがって、報告のとおり受理することとします。 

 

  日程第４ 議案第６１号 内子町飲料水供給等施設条例の一部を改正する条例について 

○議長（山本徹君） 「日程第４ 議案第６１号 内子町飲料水供給等施設条例の一部を改正す

る条例について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６１号 内子町飲料水供給等施設条例の一部を改正する条例につ
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きましては、飲料水供給事業の上水道事業への統合に伴い、内子町飲料水供給等施設条例の一部

を改正するものでございます。 

 その内容につきましては、建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い致します。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議案第６１号内子町飲料水供給等施設条例の一部を改正す

る条例についてご説明申し上げます。 

議案資料１の５ページから、また議案説明資料４につきましては２ページからでございますの

で、よろしくお願い致します。 

それでは、議案書１の５ページをお願いします。内子町飲料水供給等施設条例の一部改正でご

ざいますが、飲料水供給事業の上水道事業への統合に伴い、内子町飲料水供給等施設条例の一部

を改正するものでございます。詳しくは説明資料でご説明したいと思います。河内共同給水施設、

稲月菖蒲飲料水供給施設、論田共同給水施設は、上水道の拡張工事が完了し給水可能となったこ

とから、説明資料２ページ別表第一の河内共同給水施設の項、稲月菖蒲飲料水供給施設の項及び

論田共同給水施設の項を削り、説明資料３ページの別表第３水道使用料の表の河内共同給水施設

（家庭用）の項から、河内共同給水施設（団体用）の項までを削るものでございます。以上提案

理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げ

ます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） 一点だけ、基本料金ですけど、今まで簡易水道が水道へ合併した時な

んかも料金が地域によって、地域と相談の上、決めたと思うんですけど、料金はどのような形に

なっておるのか。その一点だけ。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 河内共同給水施設につきましては、条例通りでございます

が、あとの２施設につきましては、地元で決められた料金を地元で集金をしておられます。役場

で必要な経費についてを請求するという形になっておりまして地元で決められた料金は地元の方

で管理をされているということで必要経費につきましては、稲月菖蒲につきましては、年間１２

万円ほどを役場の方から請求している。それから論田につきましては、４万６，０００円ほど請

求しているということでございます。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） 私の勘違いかもしれんのですけど、ちょっと分かりにくいんですけど、

そしたら水道料金については基本料金についてはその地区で決めて、それで需要と供給の関係が
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あって、戸数が増えたり減ったりした時には、また水道料金の変更があるのかどうか。大瀬なん

かは、水道会計がはいりましたんで、元々の基本料金は据え置きにして、何年か経ってあげてく

ると。五十崎もそうだったと思うんですよね。そういう形になるのか、これは全然別のものなの

か。その辺がちょっと聞きたい。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 今回説明した内子町飲料水供給施設、上水道の昔の簡易水

道施設とは全く別物ということでございまして、この飲料供給施設については、条例で定められ

ている料金、もしくは、地元で決められている料金で水道使用量を集めているということでござ

います。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 私が察するのに山崎議員は４月１日以降の上水道への統合後の料金、上水

道合併頃に経過措置として段階的に調整していくような対応をされておると思うんですが、この

３つの共同給水施設の料金が上水道統合後、４月１日以降、新年度からどういう料金体系にされ

るのかということでなかろうかと。私もそれは知りたいと思いますので、質問します。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 上水道の料金については、ご案内のとおりかえていくとい

うことでございますが、この飲料水供給施設等の料金につきましては、そのままということでご

ざいます。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） これは供給施設から廃止になる条例変更ですよね。この施設が僕らか

ら見たら、上水道の形になるんじゃないかと理解するわけですよ。上水道になった場合には、例

えば何年かは今の料金を据え置きしながら、維持管理のための費用負担が上がった場合には、何

年後にはこれだけになりますよというふうな話がこの地域の給水組合とおそらくできてないと納

得がいかない人がでてくるんではないかなという感じを受けるわけですよね。その辺の話をちょ

っと聞かせてくださいと。 

○上下水道対策班長（上石富一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 上石上下水道対策班長。 

○上下水道対策班長（上石富一君） 今回は拡張工事でありますので、内子町の上水道に論田と

一緒なので料金は内子町の上水道と同じ金額でございます。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） その内子町と一緒になるんですけど、経過措置としてどういう話にな

っているんですかという部分を聞きたいんです。 

○上下水道対策班長（上石富一君） 議長。 



平成３０年１２月第９９回内子町議会定例会 

‐ 56 ‐ 

○議長（山本徹君） 上石上下水道対策班長。 

○上下水道対策班長（上石富一君） 上水道に切り替わったところで、給水申し込みをいただき

まして、１，８９０円いただきまして、そこから上水道の金額になりますので、経過措置はござ

いません。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 違う場で質問してもかまんと思いよったんですが、質問が出たついでに質

問します。今、上水道の料金に合わすと、新年度から合わすという答弁だったんですが、以前の

簡易水道を上水道に統合した時には経過措置で３年でしたか上げていくような経過措置をとられ

ておると思うんですが、平成３１年度はまだその経過措置の途中だろうと思うんですが、その以

前に決めた経過措置の金額に合わすのか。以前から上水道として基本料金を納めておる料金に新

年度からするのか。そこを明確に教えていただいたらと思います。 

○上下水道対策班長（上石富一君） 議長。 

○議長（山本徹君） 上石上下水道対策班長。 

○上下水道対策班長（上石富一君） 先ほど言われました件につきましては、旧簡水につきまし

ては、経営統合でございました。今回の論田とかそういうところは、拡張工事ということで今の

上水道が延長していく工事でございましてあくまでも上水道のところに吸収していく拡張工事を

含んでおりますので、経過措置はございません。 

○議長（山本徹君） 他にありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。議案第６１号は産業建設厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

   よって、議案第６１号は、産業建設厚生常任委員会に付託することに決定しました。 

 

日程第５ 議案第６２号 内子町移住体験施設（石畳移住体験施設）の指定管理者の指定に

ついて 

○議長（山本徹君） 「日程第５ 議案第６２号 内子町移住体験施設（石畳移住体験施設）の

指定管理者の指定について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第６２号、内子町移住体験施設（石畳移住体験施設）の指定管理者

の指定につきましては、去る１１月７日に開催致しました、内子町公の施設指定管理者選定委員

会の審査結果報告に基く指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定よ
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り議会の議決を求めるものでございます。 

その内容につきましては、総務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご決定賜り

ますようお願い申し上げます。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

〔山岡敦総務課長登壇〕 

○総務課長（山岡敦君） それでは、私の方から、議案第６２号、内子町移住体験施設（石畳移住

体験施設）の指定管理者の指定につきましてご説明申し上げます。 

 本案は、１１月 7 日に開催した内子町公の施設指定管理者選定委員会において選定された、内

子町移住体験施設（石畳移住体験施設）の指定管理者を定めることにつき、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

議案書１の７ページをお開きください。指定管理者に管理を委任する施設の名称及び所在地は、

内子町石畳４６２０番地にございます、「内子町移住体験施設（石畳移住体験施設）」でございま

す。指定管理者に指定する団体の住所及び名称は、内子町石畳４６２６番地、石畳地域協議会で、

代表者は会長の山田定でございます。指定の期間は、平成３１年２月１日から平成３６年１月３

１日までの５年間でございます。 

それでは説明資料４の５ページをお開きください。こちらに移住体験施設の位置、それから簡

単な平面図、それから外観等の写真を載せてございます。資料にございます通り、この石畳移住

体験施設は、町へご寄付を頂いた内子町石畳４６２０番地にあります木造瓦葺の掛屋平屋建ての

建物でございます。本年６月の定例議会におきまして、改修にかかる経費３７８万円の補正予算

と、内子町移住体験施設条例の一部を改正する条例をお認め頂き、移住希望者が一定期間内子町

に滞在し、地域との交流をおこなう移住体験施設として整備をしておるところでございます。１

０月９日に工事請負契約を締結して、その翌日から事業に着手しており、完成は平成３１年１月

１５日の予定でございます。なお、改修に係る経費の２分の１は県の「新ふるさとづくり総合支

援事業補助金」を活用致します。指定管理者に指定する石畳地域協議会は、地域の有形無形の地

域資源の保全、継承、活用を図りつつ、農村との交流を促進させ、持続可能で活力ある地域の実

現を図ることを目的として、地域の若者や女性を中心とした地域の方々で構成されております。

平成２８年度に、国土交通省の集落活性化推進事業を活用して「石畳つなぐプロジェクト」構想

を策定致しました。平成２９年度からは、総務省の過疎地域等自立活性化推進交付金を活用し、

農業の６次産業化の推進や、地域の創造・交流拠点の整備など、未来創造の地域づくりを進めて

おり、そのための地域担い手の確保することを目的に、自治会と連携しながら移住促進を目指し

た事業展開を考えておられ、今回整備する本施設の指定管理を申請頂きました。なお、長田地区

に整備しております、長田移住体験施設と同様の目的・利用形態であるため、指定管理者を定め

るにあたっては非公募とさせていただいたものです。以上、議案第６２号、内子町移住体験施設

（石畳移住体験施設）の指定管理者の指定につきましての説明とさせていただきます。よろしく

ご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

○２番（関根律之君） 議長。 
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○議長（山本徹君） 関根律之議員。 

○２番（関根律之君） 指定管理者ということなので、ここまで聞かなくてもいいのかなとも思

ったんですけど、せっかくいろいろ説明していただいたので、ちょっとお聞きしたいんですけど、

今回の移住施設石畳の施設は、長田にある体験施設と同様の目的だということだったんですけど、

元々民間のものを町が預かる形にしているか、町の施設として認定してこういった形で活用する

ということだと思うんですけど、空き家バンク、内子家バンクですか、という形でそのまま貸し

ている場合もあると思うんですけど、こういう体験施設にする場合と一般にそのまま直接貸す場

合とあると思うんですけど、そのあたりはどのようにすみ分けて今回の場合は体験施設にしてい

るというか、その理由を教えていただけますでしょうか。 

○総務課長（山岡敦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山岡総務課長。 

○総務課長（山岡敦君） まず、内子町の移住体験施設の条例で定めてございます設置の目的と

いう部分におきましては、移住促進事業の一環として、まず移住希望者が一定期間内内子町に居

住をして田舎暮らしを体験しながら、地域との交流をおこなうということを目的に移住される前

の段階でですね、その地域の生活に慣れていただくということも大きな目的の一つとして整備を

するものでございます。空き家バンクにつきましては、直接、希望者がその地域の空き家にはい

っていただくということで地域の住民になるということでございますけれども、この移住体験施

設は、説明しました目的に沿って整備をしているものでございます。 

○議長（山本徹君） 他に、ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。「議案第６２号」は総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

よって、「議案第６２号」は、総務文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

  日程第６ 議案第６３号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 

○議長（山本徹君） 「日程第６ 議案第６３号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第５

号）について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 「平成３０年度内子町一般会計補正予算（第５号）について」ご説明致し

ます。議案資料２をご用意ください。水色の仕切りをめくって頂き、１ページをお開きください。

平成３０年度内子町一般会計補正予算（第５号）につきましては、歳入歳出それぞれ２億９，７

３６万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１１６億３，７０５万３，０００円とする
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ものでございます。前年度の１２月補正後予算と比較し、６億７，３０３万４，０００円の増額、

率に致しますと６．１％の増でございます。 

１０ページをお開きください。表の右、補正額の財源内訳の合計欄をご覧下さい。一般会計補

正予算（第５号）に充当致します財源は、国県支出金が１億１，７３０万１，０００円、地方債が

２億６，４７０万円、一般財源５３万円としております。 

まず、主な歳入でございますが、１１ページの下段でございます。１２款２項７目、教育費国

庫補助金でございます。子どもたちの健康的な学習環境の整備を図るために、小中学校における

エアコンの設置等を速やかに進めていくための予算として、１１月７日、国の補正予算（第１号）

として成立致しました「ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金」４，１１３万６，０００円

を計上して致しておるところでございます。 

１４ページをお開きください。先ほどの小中学校等におけるエアコンの設置につきましては、

事業費から交付金を差し引いた財源に対しまして、全額補正予算債を充当することとしており、

１９款１項８目「教育債」として、「公立学校整備事業債」２億２，１００万円を計上いたしてお

ります。さらに、１３ページに戻って頂いて、中段の１６款１項１目、基金繰入金でございます。

当初において財源としておりました、公共施設整備基金からの繰入金、１億５，０９０万円を減

額補正しております。 

その他の補正としては、災害復旧費関連として１１ページに戻っていただきまして、下段、１

２款２項８目、災害復旧費国庫補助金として、現年発生公共土木施設災害復旧費国庫補助金、１，

６００万８，０００円。１２ページの中段でございます。１３款２項９目、災害復旧費県補助金

として現年発生林業施設災害復旧費補助金、３，９９０万５，０００円を。 

１４ページの１９款１項９目「災害復旧事業債」として３，７４０万円などを計上しておると

ころでございます。 

次に、主な歳出でございます。１５ページをお開きください。１５ページの中段、２款１項４

目、電算管理費でございます。平成３１年５月１日で平成から新元号となることへのシステム対

応業務委託料として、１６６万４，０００円を計上しております。 

１６ページでございます。１６ページの下段、３款２項１目、児童福祉総務費でございます。

内子町における出生数が当初の見込みより増加したことに伴いまして、児童手当を１８０万円追

加補正するものでございます。 

１８ページの上段、６款１項３目、農業振興費でございます。地域農業の活性化を図るため、

果樹農家が行うハウスなどの農林業施設整備に対して、５０％以内を補助する事業において、申

請者が大幅に予算を上回っていることから、農業施設整備事業補助金、１００万円を追加補正し

ております。同じく１８ページの中段、６款２項２目、林業振興費でございます。内子町森林組

合が事業主体となり、加工施設の効率化、競争力のある木材製品への転換、原木供給の低コスト

化などを通じた体質強化を図るための高性能林業機械等の導入をおこなう事業に５０９万５，０

００円を計上しております。 

１９ページでございます。１９ページの下段、８款２項３目、道路橋梁新設改良費でございま

す。社会資本整備総合交付金事業の追加配分があったことにより、町道滝山線、長田小学校線、

西横の地線の工事費に１，４８６万８，０００円を計上しております。次のページの上段、県営
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道路改良事業負担金でございます。４２１万１，０００円を追加補正をしております。 

２１ページをお開きください。２１ページの下段でございます。１０款１項３目、教育諸費で

ございます。今年度より整備を進めております、町内小学校・中学校のエアコンでございますが、

当初計画においては、平成３０年度から４カ年で事業実施を予定しておりましたが、教育環境の

改善を図ることからも早急に対応をしたいということと併せて、国の補正予算も活用して、今年

度において必要な予算を全て計上し、実施をしていくものであります。予算額としては，委託料、

工事請負費あわせて、１億１，７８１万７，０００円を補正しております。最後に、本年９月３

０日の台風２４号災害等における災害復旧工事として、１９ページに戻りますが、８款２項２目、

道路橋梁維持修繕費に、修繕費５００万円を計上しております。町道修繕等１１カ所分の経費で

ございます。 

２４ページの中段でございます。１１款１項２目、林業施設災害復旧費に、大平線、亀ケ谷線

の工事請負費として７，２８１万２，０００円を計上しております。なお、場所につきましては、

議案説明資料５ページをご覧ください。同じく２４ページの下段でございます。１１款２項１目、

公共土木施設災害復旧費、これは町道稲月線、町道下大久保線でございます。工事請負費に２，

４００万円を計上しております。これにつきましても、場所につきましては、議案説明資料４の

６ページをご覧ください。以上、議案第６３号、平成３０年度内子町一般会計補正予算（第５号）

についての説明とさせて頂きます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう、お願い申し上げ

ます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 お諮りします。議案第６３号は、予算決算常任委員会に付託することにしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 よって、「議案第６３号」は、予算決算常任委員会に付託することに決算しました。 

 

○議長（山本徹君） 以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。本日、各常任委員会に付

託しました、議案の審査報告については、１２月１３日の本会議でお願いします。次の本会議は、

１２月１３日、午後３時に開会します。 

 本日は、これをもって散会致します。 

 

午前１０時４０分 散会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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平成３０年１２月第９９回内子町会定例会議録（第３日） 

○招集年月日   平成３０年１２月 ５日（水） 

○開会年月日   平成３０年１２月１３日（木） 

○招 集 場 所   内子町議会議事堂 

 

○出 席 議 員（１５名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 

３番  向 井 一 富 君         ４番  久 保 美 博 君 

５番  森 永 和 夫 君         ６番   地 幸 雄 君 

７番  泉   浩 壽 君         ８番  大 木   雄 君 

   ９番  山 本   徹 君        １０番  才 野 俊 夫 君 

  １１番  下 野 安 彦 君        １２番  林     博 君 

  １３番  山 崎 正 史 君        １４番  寺 岡   保 君 

１５番  中 田 厚 寬 君     

 

○欠 席 議 員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  小野植 正 久 君 

総 務 課 長  山 岡   敦 君     住 民 課 長  二 宮 善 徳 君 

税 務 課 長  安 川   徹 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

会 計 管 理 者  稲 葉   勉 君     建設デザイン課長  正 岡 和 猶 君 

町並・地域振興課課長  林 愼 一 郎 君     産業振興課長  入 海   孝 君 

小 田 支 所 長  大 森 豊 茂 君     環境政策室長  中 嶋 優 治 君 

政策調整班長  畑 野 亮 一 君     上 下 水 道 対 策 班 長  上 石 富 一 君 

危機管理班長  亀 岡 秀 俊 君      

教 育 長  井 上 淳 一 君     学校教育課長  泉   邦 彦 君 

自 治 ・ 学 習 課 長  亀 沖 明 義 君 

代表監査委員  赤 穂 英 一 君     農 業 委 員 会 会 長  堀 本 健 二 君

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  林   純 司 君     書 記  松 岡 裕 樹 君 

 

○議事日程（第１３号） 

平成３０年１２月１３日（木）午後３時開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議事日程通告 

日程第 ３ 議案第６１号 内子町飲料水供給等施設条例の一部を改正する条例について 
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日程第 ４ 議案第６２号 内子町移住体験施設（石畳移住体験施設）の指定管理者の指定につ

いて 

日程第 ５ 議案第６３号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第 ６ 議案第６４号 内子町教育委員会委員の任命について 

日程第 ７ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

日程第 ８ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第８まで 

 

午後 ３時００分 開会 

○議長（山本徹君） ただ今から、本日の会議を開きます。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（山本徹君） 「日程第１ 会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会

議規則第１１９条の規定により、議長において、５番、森永 和夫議員、６番、菊地 幸雄議員

を指名します。 

 

  日程第２ 議事日程通告 

○議長（山本徹君） 「日程第２ 議事日程通告」をします。本日の「議事日程」は、お手元に

配布しております、議事日程第１３号のとおりであります。 

これから、議事日程に従って、提出議案の審議に入ります。  

 

  日程第３ 議案第６１号 内子町飲料水供給等施設条例の一部を改正する条例について 

○議長（山本徹君） 「日程第３ 議案第６１号 内子町飲料水供給等施設条例の一部を改正す

る条例について」を議題とします。 

 審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。寺岡産業建設厚生常任委員長、登壇

願います。 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） 議長。 

○議長（山本徹君） 寺岡委員長。 

○産業建設厚生常任委員長（寺岡保君） ご報告申し上げます。去る１２月６日の本会議におい

て、産業建設厚生常任委員会に付託されました、議案第６１号「内子町飲料水供給等施設条例の

一部を改正する条例について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきまして

は、配付いたしております審査報告書のとおりであり、審査結果については、議案第６１号は

「原案のとおり可決すべきもの」とするものでございます。議案について、説明を受けた内容並

びに質疑等についてご報告を致します。今回の改正は、飲料水供給事業の上水道事業への統合に

伴い、内子町飲料水供給等施設条例の一部を改正するものです。委員から、特に質疑はなく、採
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決の結果、議案第６１号は、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定しましたの

で、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。以上。 

○議長（山本徹君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

ありませんので、これにて、質疑を終結します。 

 寺岡委員長、席にお戻りください。 

 これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

「議案第６１号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。「議案第６１

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

よって、「議案第６１号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

日程第４ 議案第６２号 内子町移住体験施設（石畳移住体験施設）の指定管理者の指定に

ついて 

○議長（山本徹君） 「日程第４ 議案第６２号 内子町移住体験施設（石畳移住体験施設）の

指定管理者の指定について」を議題とします。 

審査経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。菊地総務文教常任委員長、登壇願い

ます。 

○総務文教常任委員長（菊地幸雄君） 議長。 

○議長（山本徹君） 菊地委員長。 

〔菊地幸雄総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（菊地幸雄君） ご報告申し上げます。去る１２月６日の本会議におい

て、総務文教常任委員会に付託されました、議案第６２号「内子町移住体験施設（石畳移住体験

施設）の指定管理者の指定について」、審査の結果をご報告申し上げます。審査経過等につきま

しては、配付致しております審査報告書のとおりであり、審査結果について、議案第６２号は

「原案のとおり可決すべきもの」とするものでございます。 

議案について、説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告を致します。本議案は、内子町

移住体験施設（石畳移住体験施設）の指定管理者の指定をすることについて、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定より議会の議決を求めるものです。委員の質疑においては、「指定管理者

となる石畳地域協議会とはどのような組織なのか。」との質問に対し、「平成２０年７月２７日に

設立され、『石畳自治会』や『石畳を思う会』などで構成される組織である。」との答弁でありま

した。採決の結果、「議案第６２号」は、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。以上で、委員長報告を終わります。 

○議長（山本徹君） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて、質疑を終結します。 
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 菊地委員長、席にお戻りください。 

 これより、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

「議案第６２号」の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。「議案第６２

号」は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

よって、「議案第６２号」は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第５ 議案第６３号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第５号）について 

○議長（山本徹君） 「日程第５ 議案第６３号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第５

号）について」を議題とします。審査結果について、委員長の報告を求めます。 

久保予算決算常任委員長、登壇願います。 

○予算決算常任委員長（久保美博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 久保委員長。 

〔久保美博予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（久保美博君） 報告申し上げます。去る１２月６日の本会議において、

予算決算常任委員会に付託されました補正予算について、１２月１０日に全委員１５名出席のも

と、各課長等からの説明を受け、質疑を行い、慎重な審査を行いました。審査の結果につきまし

ては、配付いたしております審査報告書のとおり、「原案のとおり可決すべきもの」でございま

す。議案ごとに説明を受けた内容並びに質疑等についてご報告をいたします。 

議案第６３号、平成３０年度内子町一般会計補正予算（第５号）につきましては、２億９，７

３６万３，０００円を追加し、歳入歳出予算総額を１１６億３，７０５万３，０００円とするも

のです。一般会計補正予算（第５号）に充当する財源は、国県支出金１億１，７３０万１，００

０円、地方債２億６，４７０万円、一般財源５３万円などとなっています。まず、主な歳入です

が、小・中学校等におけるエアコンの設置等を進めていくための予算として、「ブロック塀・冷

房設備対応臨時特例交付金」４，１１３万６，０００円が計上されています。小・中学校等にお

けるエアコンの設置については、事業費から交付金を差し引いた財源に対し、全額補正予算債を

充当することとし、「教育債」として、「公立学校整備事業債」２億２，１００万円が計上されて

います。「基金繰入金」ですが、当初において財源としていた「公共施設整備基金」からの繰入

金、１億５，０９０万円が減額補正されています。災害復旧費関連では、「災害復旧費国庫補助

金」として、「現年発生公共土木施設災害復旧費国庫補助金」１，６００万８，０００円、「災害

復旧費県補助金」として「現年発生林業施設災害復旧費補助金」３，９９０万５，０００円、

「災害復旧事業債」として３，７４０万円などが計上されています。 

 次に歳出では、２款総務費においては、委員から「休職者がいる職場への対応とケアについて。」

との質疑に対し、「現在、病気休職者が３名、育児休業中が２名いる。それぞれの職場において周

りの職員でカバーしているが、長期にわたる場合などは、臨時職員を配置している。また、病気
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休職者については毎月、担当課長・保健師を交え、三者面談を実施している。」との答弁がありま

した。３款民生費においては、委員から「『ひとり親家庭医療費』の増額補正は、ひとり親家庭が

増えているということか。」との質疑に対し、「２年前に比べ、世帯数、人数ともに減っているが、

医療費は増加傾向にある。」との答弁がありました。６款農林水産業費においては、森林組合が事

業主体となり、加工施設の効率化、競争力のある木材製品への転換、原木供給の低コスト化など

を通じた体質強化を図るための高性能林業機械等の導入をおこなう事業に５０９万５，０００円

が計上されています。委員から、「購入予定のフォワーダにダンプ機能は必要なのか。」との質疑

に対し、「標準装備でダンプ機能が付いており、今まで森林組合が購入したものにもすべて同様の

機能がある。」との答弁がありました。７款商工費においては、委員から、「英語版ガイドブック

を増刷するのは、外国人観光客が増えているからか。」との質疑に対し、「今年度は６，０００人

を超える見込みであり、ガイドブックが不足している。」との答弁がありました。「内子座とって

おき友の会とは。」との質疑に対し、「内子座のファンクラブのことで、年会費を納めてもらって

いる。イベントの情報を早く知ることができ、先行予約や割引などの特典もある。」との答弁があ

りました。８款土木費、１１款災害復旧費においては、台風２４号災害等における災害復旧工事

として、「道路橋梁維持修繕費」に修繕費５００万円、「林業施設災害復旧費」に工事請負費７，

２８１万２，０００円、「公共土木施設災害復旧費」に工事請負費２，４００万円などが計上され

ています。委員から、「知清河原の修繕が何回も必要なのは、河床掘削をしていないからではない

か。」との質疑に対し、「河床掘削については県に要望をしているが、すべてが要望通りに進んで

いる状況ではないので、今後も要望を続けていきたい。」との答弁がありました。１０款教育費に

おいては、今年度より整備を進めている町内小学校・中学校のエアコン設置を前倒しで事業展開

していくため、委託料、工事請負費あわせて、１億１，７８１万７，０００円が計上されていま

す。委員から、「今回の設計委託料が低額となる理由と設計ができていない段階で工事請負費を計

上できた理由を教えてほしい。」との質疑に対し、「委託料については、教室数が少ないため低額

となった。また工事請負費については、現在まで整備してきた実績を踏まえ積算した。」との答弁

がありました。「エアコン工事の請負業者は何社あるのか。」との質疑に対し、「指名願いが出てい

る町内業者は、６社である。」との答弁がありました。その他、補正予算について多くの質疑がな

されました。採決の結果、議案第６３号、平成３０年度内子町一般会計補正予算（第５号）は、全

会一致により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。今後とも、活発な討議のもと、

チェック機関として議会の責任が果たせるよう、委員各位のご協力をお願いし、委員長報告を終

わります。 

○議長（山本徹君） 委員長報告に対する質疑を省略します。久保委員長、席にお戻りくださ

い。 

「議案第６３号 平成３０年度内子町一般会計補正予算（第５号）について」の討論をおこな

います。討論はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて討論を終結します。 

採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は、起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員です。 

 よって、議案第６３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第６ 議案第６４号 内子町教育委員会委員の任命について 

○議長（山本徹君） 「日程第６ 議案第６４号 内子町教育委員会委員の任命について」を議

題とします。 

提出者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町教育委員会委員の任命につきましては、平成３１年２月１５日付

けで任期満了となる内子町教育委員会委員の城戸彰氏の後任として、福岡旭氏を任命致したく、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会のご同意を求めるも

のでございます。福岡旭氏は、昭和５２年９月１５日のお生まれで、内子町寺村１９６９番地に

お住まいでございます。現在、県立小田高等学校ＰＴＡ会長をお務めのほか、内子町青少年補導

委員連絡協議会副会長として、長年にわたり青少年補導委員として青少年の非行防止など健全育

成にご尽力いただいているところでございます。また、高校生、中学生のお子様の保護者として

の立場からも、内子町の教育行政に対して建設的なご意見をいただけるものと考えており、内子

町教育委員会委員に適任であると存じます。任期は平成３１年２月１６日から、平成３５年２月

１５日まででございます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い致します。 

○議長（山本徹君） 本案に対する質疑を許します。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本案は人事案件でございますので、討論を省略したいと思います。これにご異議ありません

か。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、討論を省略し、直ちに採決に入ります。 

 本案を原案のとおり、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本徹君） 起立全員であります。 

 したがって、本案は原案のとおりこれを同意することに決定しました。 

 

日程第７ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（山本徹君） 「日程第７ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題としま

す。議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定により、「議会の運営に関する事項及び議長の

諮問に関する事項」について、次期定例会まで、閉会中も継続して調査したい旨、申し出があり
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ました。お諮りします。議会運営委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続

調査とすることに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とする

ことに、決定しました。 

 

日程第８ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（山本徹君） 「日程第８ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件」を議題とします。

各常任委員長から、会議規則第７５条の規定により、次期定例会まで、閉会中も継続して調査し

たい旨、申し出がありました。 

お諮りします。各常任委員長からの申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とす

ることに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、各常任委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とするこ

とに、決定しました。 

 

○議長（山本徹君） 以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。会議を閉じます。 

ここで、稲本町長、ごあいさつをお願いします。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） １２月定例会、閉会に当たりまして一言、議員の皆さん方にお礼を申し

上げたいと思います。年の瀬を迎えまして本当にお忙しい中、ご出席を賜りまして、真摯に議案

審議をいただきました。提案させていただきました全議案、議了いただきました。心からお礼を

申し上げたいと思います。その趣旨、目的に沿って適切にまた執行させていただきたいというふ

うに思います。来年になりますと、消費税が１０％になるというようなこともあって、様々な税

制改革がおこなわれようとしております。私たち市町村を取り巻く地方税制度、地方財源という

ものがどうなってくるのか。不安なところ、また不透明なところもございます。これも議員の皆

さん方、ご存知だと思いますけれども、平成３２年においては過疎法が廃止になります。時限立

法で過疎法が動いたんですけれども、これが廃止になるになると。ということは過疎債がもうな

くなるということでございます。また新たな議員立法等々もできるんじゃないかなと思っており

ますけれども、そういったものを勘案しますと、不透明感の中で行財政運営をせざるを得ないと

いうところがこれからも続くんだろうというふうに思っております。私たち今まで同様、議員の

皆さん方としっかりと大事なところタッグを組ませていただきながら、内子町の発展のために全

力をあげたいというふうに思っております。これからもどうぞ一つ、ご指導、ご鞭撻賜りますよ

うによろしくお願いを申し上げまして、１２月閉会に当たりましての御礼のあいさつに代えさせ
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ていただきます。誠にありがとうございました。 

○議長（山本徹君） 以上をもって、平成３０年１２月第９９回内子町議会定例会を閉会します。 

 

午後 ３時２７分 散会 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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報告 
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平成 
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平成 
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議案 

６１ 
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例について 

平成 
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平成 
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原案可決 

議案 

６２ 
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平成 

30.12.5 

平成 

30.12.13 
原案可決 

議案 

６３ 

平成３０年度内子町一般会計補正予算（第５号）に

ついて 

平成 

30.12.5 

平成 

30.12.13 
原案可決 

議案 

６４  
内子町教育委員会委員の任命について 

平成 

30.12.5 

平成 

30.12.13 
原案可決 

 

 

 


